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令和４年第２回普代村議会定例会予算特別委員会会議録 

招集告示年月日 令和 4年 2月 21 日 

招 集 の 場 所 普代村議会議場 

 

開閉会日時及び 

宣     告 

 

再 開 
令和 4年 3月 9日 10 時 00 分 

委員長 古 沼 和 也 

延 会 
令和 4年 3月 9日 16 時 05 分 

委員長 古 沼 和 也 

 

応（不応）招議員及び

出席並びに欠席議員 

出 席    7 人 

欠 席     0 人 

凡例 

○  出席 

▲  欠席 

×  不応招 

○▲ 公務欠席 

議席番号 氏  名 出席等の別 

1 嵯 峨 典 行 ○ 

2 金 子 泰 男 ○ 

3 大 上 浩 史 ○ 

4 大 上   智 ○ 

5 古 沼 和 也 ○ 

6 －  

7 森 田 幸 一 ○ 

8 －  

9 正 路 正 敏 ○ 

   

職務のため議場に出席 

し た者の 職 ・ 氏名  

事務局長 

書  記 

松 葉 義 人 

新 屋 一 郎 
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地方自冶法第 121 条に

より説明のため出席 

した者 の 職 ・氏名  

 

 

村 長 

 
副  村  長 

 
教  育  長 

 
 
総 務 課 長 

 
政策推進室長 

 
税務出納課長兼 
会 計 管 理 者 

 
住民福祉課長兼 
保健センター所長兼 
包括支援センター所長 

 
建設水産課長 

 
治水対策室長 

 
農林商工課長兼 
休養施設管理員 

 
医 科 ・ 歯 科 
診療所事務長 

 
教 育 次 長 

 

 
柾 屋 伸 夫 

 
竹 花 強 志 

 
三 船 雄 三 

 
 

川 向 正 人 

 
森 田 安 彦 

 

山 田 晃 人 

 

道 下 勝 弘 

 
大 村   修 

 
太 田 吉 信 

 

山 﨑 長 蔵 

 

坂 下 広 見 

 
菅 野 伸 二 

 

 
議 事 日 程 
会 議 に 付 し た 事 件 
会 議 の 経 過 

  

別紙のとおり 
別紙のとおり 
別紙のとおり 
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再  開 

（10：00） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 4年度普

代村一般会計

予算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委 員 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道下住民福

祉課長 

 

委 員 長 

菅野教育次

長 

委 員 長 

道下住民福

祉課長 

委 員 長 

坂下医科・

歯科診療所

事務長 

委 員 長 

道下住民福

祉課長 

 

 令和 4年 3月 9日（水）第 2回普代村議会定例会予算特別委員会  

これより、本日の会議を開きます。 

ただ今の出席委員は、7名です。定足数に達しておりますので、会議

は成立いたしました。 

本日の日程は、お手元に配布した審査日程（第 2号）により進めてま

いります。 

各委員及び参与の皆さんに申し上げます。 

本委員会は、令和 4 年度の予算について審査する場であります。予

算の審査については、例年お願い申し上げているところでございます

が、質問、答弁とも、簡潔明瞭にお願いいたします。 

また、参与の予算説明については、新規事業や項・目の要点等につい

て説明をいただき、数字等の読み上げは極力省くなど、説明時間の短縮

にご協力願います。 

委員の皆さんには、質疑を円滑にするため、必ずページ数と款・項・

目、事業名を発言してから、質疑を願います。また、特別委員会の質疑

は回数制限がありませんので、答弁の都合上、1回の質疑を 2項目まで

とします。そして、関連質疑は極力控え、議案に関することのみ質疑を

していただくようご協力をお願いいたします。 

それでは、日程第 1議案第 1号「令和 4度普代村一般会計予算」を、

議題といたします。 

それでは、3 款民生費、4 款衛生費、5 款労働費を住民福祉課長ほか

担当課長より、順次説明願います。 

道下住民福祉課長。 

それでは、43 ページをお開きください。3 款民生費についてご説明

を申し上げます。 

（以下、住民福祉課長説明、記載省略） 

菅野教育次長。 

4 目子ども園費についてご説明いたします。 

（以下、教育次長説明、記載省略） 

道下住民福祉課長。 

次に、5目児童福祉施設費についてご説明を申し上げます。 

（以下、住民福祉課長説明、記載省略） 

坂下医科・歯科診療所事務長。 

続きまして、3 項診療施設費 1目患者輸送車管理費について説明をさ

せていただきます。 

（以下、医科・歯科診療所事務長説明、記載省略） 

道下住民福祉課長。 

失礼いたしました。1 つ説明を忘れておりました。4 款 2 項 2目の塵

芥処理費についてご説明を申し上げます。 

（以下、住民福祉課長説明、記載省略） 
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委 員 長 

山﨑農林商

工課長 

委 員 長 

 

 

嵯峨委員 

 

 

 

委 員 長 

道下住民福

祉課長 

 

 

 

 

 

 

 

委 員 長 

嵯峨委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委 員 長 

柾屋村長 

 

 

山﨑農林商工課長。 

続きまして、5款労働費についてご説明をいたします。 

（以下、農林商工課長説明、記載省略） 

説明が終わりましたので、3款民生費の質疑を許します。 

ございませんか。 

1 番嵯峨委員。 

 1 番嵯峨です。49 ページの 3款 1 項 2目 19 節扶助費高齢者移動支援

事業 129 万 6,000 円とありますけども、さっき説明の中で 75 歳以上の

自家用車を所有していない方々へのタクシー券の補助ということは分

かりましたが、その中身についての説明をお願いします。回数、金額。 

 道下住民福祉課長。 

 4 年度の皆増予算とはなっておりますが、3 年度におきまして、補正

で実施している事業でございます。その制度の内容につきましては、今

年度 3 年度に実施している内容と同様でございますが、福祉タクシー

助成、障がい者の方の支援と同様にですね、基本料金が 540 円となり

ますが、月 2 回、それを新年度につきましては、12 月分となりますの

で、お 1 人約 1 万 2,000 円くらいですかね、の年間の支援というふう

に考えております。先ほどの説明と重なりますが、75 歳以上で高齢者

のみの構成の世帯、非課税であるという方々に支援するものでござい

ます。 

 1 番嵯峨委員。 

 この事業は、前始まって月 540 円を 2 回ということでスタートした

訳で、私とすれば新年度で新しく事業が始まったらもうちょっと回数

券の数が増えるのかなという思いがあったんですが、前年度と同じと

いった訳なんですけども、月 2 枚ということは例えば村内の人であれ

ば、例えば上区でありますけども、診療所まで通ったとなれば 1 回で

終わりですよね。往復だから。そういうと後は買い物に行きたくても自

腹を切らないとならないというような状況なんですけれども、もうち

ょっと増額してもらいたかったなという思いがありますけれども。こ

こに村長さんがおられますので、私とすればもうちょっとせめて 2 回

往復分を、1 回を 2回、4回分にはできるような、次からといいますか、

考えはないのか、もうちょっと何とか増額ができないのかそこらの辺

のこれからの見通しといいますか、ずっと 1 カ月 1 回の往復だけでや

るのか、いや待てもう少しせめて 2 回の往復分にしたらとかそこら辺

の将来的な見通しはいかがなものでしょうか。村長の方からお伺いし

ます。 

 柾屋村長。 

 お答えをさせていただきますが、いずれ課長もお話ししたように昨

年の途中から始まった制度を引き継いで通年にしたといったような中

で、昨年の制度と同じにさせていただいた訳でございますけども。その
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委 員 長 

嵯峨委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委 員 長 

柾屋村長 

 

委 員 長 

正路委員 

 

 

中の私が個人的に見る中での課題等と言えば、やっぱり元村の方々は 1

回で乗るという、ところが例えば黒崎の方々はそうはいかないといっ

たようなことでなかなか利用のあれが、そういったのの制度の改善点

等を今後は調査をして、やっぱり 1 年通年で事業をやったあとに、そ

の中で検討もしていただきたいなというふうなことだし、課の方でも

そういった内容で昨年と同じ制度にしているものというふうなことで

思いますので、いずれまた 1 年やってみた中で、協議していきたいな

というような思いです。 

 1 番嵯峨委員。 

 どうもありがとうございました。やっぱり高齢者の方の話しを聞く

と大変助かっているという声がそっちこっちから聞こえてきて、大変

ありがたい政策だったと言われております。今村長が言ったように一

番の問題点はやっぱり村長が言ったように、普代で一番遠いところと

いえば例えば黒崎から普代、あとは堀内机から普代、あとは普代と田野

畑の村境のあそこは萩牛になるのか、そうすると金額じゃないんです

よね、そうなれば。そこに住んでいる人が元村まで来る 1 回分の往復

が例えば黒崎の方であれば 3,000 円なのか 4,000 円なのか金額が結構

上がると思うんですよ。でもやっぱり住んでる場所で不公平感があっ

てはならない、結局一番高齢者が使いたいのはいざとなったときの病

院が問題だと思うんですよ、そのときに隣近所に車を持っている人が

誰もいない、そうすればどうしてもタクシーを急いで呼んで病院に行

きたい、そうすればどうしてもお金がかさむ、もちろんこれは非課税世

帯ですので、タクシー代に 3,000 円も 4,000 円もかける余裕もないと

いう人が、あるかもしれないんですよね。やはりこの間始まったばかり

の事業で今年 1 年は探り探りの状況だと思うんですけども、将来的に

は遠いところを 1 往復を金額ではなく 1 回とカウントするような方法

も加えて検討してもらいたいと思っております。それで村内の方でも

月 1 回往復それでも大変助かるとは思うんですが、私とすれば最低で

も 2回くらいは考えてもらいたいなという思いがありますので、今年 1

年この間始まったばかりの事業ですけれども、今年 1 年の状況を見て、

ニーズがある、そういった要望があるというような声があるのであれ

ばぜひ検討してもらいたいと思います。お願いします。最後村長さんか

らいただいて終わりにします。 

 柾屋村長。 

 そのように検討してまいります。 

 （「ありがとうございます、終わります」と嵯峨委員） 

 9 番正路委員。 

 9 番正路です。45 ページの 18 節の沿岸知的障害児施設組合の関係で

お伺いしたいと思います。私もこの組合議会の代表として、普代村議会

より派遣になっておる訳でございますけども、冒頭で村長が言ってい
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委 員 長 

柾屋村長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

たとおり、3 月 15 日でしたか、そこで閉所式を行って 3 月末をもって

民間に移行するというようなことで、そして令和 4 年度末をもって組

合の議会も解散するということでありまして、そうした中 4 年度はま

だ組合議会は継続する訳ですがそれ以降ですね、村との関わり方がど

のようになっていくのか、負担金はないものと思ってはおりますが、現

在村でそこを使用している人もいない訳ですが、関わり方を説明いた

だければと思います。 

それと、50 ページの 2 項児童福祉費分の 7 節普代村育児祝金につい

て、若干お伺いしたいと思います。今現在一子・二子・三子まで、三子

以降ですか、補助金・祝金が出ている訳ですが、それについて、村の考

え方として現在どのような、一子については 15万円でしたか、二子に

ついて 20 万円、三子以降が 30 万円というようなことでありますが、

今一子に対しての祝い金が多くなっているのか。たぶん二子くらいま

でじゃないのかなと思ってはおりますが、三子以降、四子、五子となっ

たときの祝い金の見直しといいますか、そういうことは考えられない

のか、今回の分は令和 4 年度分のあれではありますが、少し出方につ

いて、もう少し幅を広げることはできないのか、今どうしても人口減少

の中で三子までというのはそんなになくて、一子・二子くらいだと思う

んです。そうしたときに三人・四人・五人となってきたときにもう少し、

三子までは、例えば 30 万円なら 30 万円でもいいでしょうが、四子に

なったときに、10 万円かさ上げするとか、五子になったときはまた 10

万円かさ上げするとかといったような考え方ができないものかなと思

って、全体的に引き上げるのが可能であれば、それもそれで越したこと

はないとは思っておりますが、どうしてもある程度少子化傾向は歯止

めがきかない、一子・二子で終わってしまうというようなことであれ

ば、10 人もというのはちょっといき過ぎた考えかもしれませんが、そ

ういった考え方をしてもいいのではないのかなというふうに思いま

す。そこら辺を少し説明をお願いいたします。 

 柾屋村長。 

 私の方から沿岸知的の方の組合の関わりでございますけども、議員

お話しとおりの経緯で進んでいく訳でございますけども、私どもの現

在の組合の構成員の市町村については、ご案内のように、障がい者プラ

ス障がい児というのがわれわれの部分で、それが今度一緒になるとい

う中で、これまでの構成市町村については、優先的に障がい児を入所等

させていただけるというふうなことの中で確約をいただいておりま

す。それのしっかりとした担保を持って取り組んでいただくために、全

部の首長とかは行かれないですので、宮古市になると思うんですが、代

表で参与的なことで、運営あるいは会議に出席をして、そして例えば普

代からこういう要望があったらそういったのを伝えたり、全体的な障

害児の関係の取り組みが適正に行われるように確認をしていくという
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委 員 長 

道下住民福

祉課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委 員 長 

正路委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委 員 長 

道下住民福

ふうなことで役目を果たしていくというふうなことにしております。 

 道下住民福祉課長。 

 まず沿岸知的に関しましては、村長の答弁と重なります。5年度以降

のあり方につきましては、先ほどのとおりなんですけども、担当課長レ

ベルでの連携会議でその施設の自社一体型の施設の運営について情報

を共有する、また構成市町村のそういった対象者について優先的な配

慮をいただくというようなことを協議をしておりました。 

 2 点目の育児祝金の関係でございますが、現在先ほどお話しのとおり

第一子 15万円、第二子 20 万円、第三子以降が 30 万円ということであ

ります。まず県内での祝い金の内容、支援の手厚さというんですかね、

それにつきましては、普代村は比較的県下で高い状況であります。ま

ず、第 1 子から 15 万円は高い状況です。また第三子以降の 30 万円と

いうのも、普代より高いところも確かにございますが、その市町村につ

きましては、例えば第三子以降というような条件で第一子からがない

というようなこともございます。まず 28 年度に額をですね、増額をし

て取り組んでおります。なかなかそれに対しての効果というか、少子化

のこれ自体で歯止めがきくということはないかと思いますので、この

子育て支援もそうですが、仕事であったり、子育てであったり、あとは

住宅対策であったり、そういった総合戦略の施策の一体的な取り組み

で人口減少の抑制、少子化の対策、そういったものが、効果が発現でき

るのかなというふうには思っておりました。額の検討等につきまして

は、県内あるいは全体的な取り組みでそういった総合戦略が成果・効果

が発揮されている市町村等ありましたら、参考に今後検討してまいり

たいというふうに思います。 

 9 番正路委員。 

 ありがとうございます。沿岸知的に関しては、宮古の首長が代表する

ということであれば、別に各市町村うんぬんでなくても話しが通るの

であればそれはそれで結構なことですし。 

子育て支援の話しでは今申されたとおり、それは理解しますが、やっ

ぱり見直せるところは見直しつつも、再度の検討も必要になってくる

と思いますので、検討はするというようなことでございますので、そこ

ら辺はひとつ重々考えた中でできればそういう方向に持っていきたい

とは思ってはおりますが。それと以前にも育児祝い金のことに対して、

新聞の市町村の首長の動きというようなことで載っておりますが、何

年前だったか忘れましたが、ああいうとこに普代村はそういったこと

に結構高いというような話しではありましたが、少し載せてもいいの

ではないのかなというふうに思っております。そこら辺についてはど

のように考えますか。 

 道下住民福祉課長。 

 ありがとうございます。他の市町村ではこの祝い金をですね、役所の
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祉課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委 員 長 

正路委員 

 

 

委 員 長 

 

金子委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委 員 長 

道下住民福

祉課長 

 

 

方に、お父さん・お母さん・お子さんがいらっしゃって贈呈式をやる市

町村もあって、新聞とかにも載ってですね、そういった意味では、少子

化対策等についてのＰＲ効果そういったものは当然にあるものという

ふうに認識はしております。一方、出産後のですね体調であったり、育

児等の生活の変化も大きいものというふうに思っておりました。そこ

への配慮も当然必要というふうに思っております。いずれ、贈呈式なり

の実施につきましては、妊婦さんであったり、そういった対象の方々の

ご意見も参考にしつつですね、村でも子育てに対するＰＲ・宣伝の効果

も当然ある訳でございますので、そういった検討はさせていただきた

いというふうに思っておりました。 

 9 番正路委員。 

 ぜひそういうところも踏まえながら、育児祝金等の考え方を前に進

めていただければというふうに思っておりますので、よろしくお願い

いたします。終わります。 

 ほかに、ございませんか。 

 2 番金子委員。 

 2 番金子でございます。46 ページの高齢者福祉費の部分で総体的に

高齢者の部分でお聞かせをいただきたいなと思います。今コロナ関係

ですが、岩手県では非常にコロナ感染が多く発生をしている状況にあ

ります。普代村の高齢者施設のコロナ感染はおかげさまで出ていない

訳でございます。これもやっぱりその施設のスタッフの皆さん方の本

当に努力と感染症予防対策の強化といったような部分で守られている

のではないかと思っております。そういった部分で今後もこういった

高齢者施設等に出ないための努力といいますか、そういった部分でお

聞かせをいただきたいんですが、近隣、近い市町村の中でこの施設での

高齢者施設での感染は出ているのか、どこら辺が出ているのか、もし出

ているとすればどのような対処法といいますか、感染予防といいます

か、今後の。そういったものがやっておられるのかといったような部分

を承知しているならばお聞かせをいただきたい。 

 それから、もう 1 点は今コロナ感染、オミクロンといったような株

である訳ですが、今度は新しい株、ステルス株といったような言われ方

もしておる訳ですが担当課長さん方はいろいろと検討と協議あるいは

会議等をされておられると思うんですが、そういった岩手県の状況・情

報をどのように共有をされているのかといったような部分を分かる範

囲でお聞かせをいただきたいなと思います。 

 道下住民福祉課長。 

 お答えをいたします。まず 1 点目でございますが、高齢者の施設で

の感染状況、特にも近隣でというようなお話しだったかと思いますが、

県の対策本部であったり、久慈地域の地方支部会議でのオンライン参

加をさせていただいております。その中で皆様が新聞であったり、例え
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ばスマートフォンで登録されている方は、そういう感染状況とかとい

うのをお分かりの方も多いかと思いますが、私どももですね、そういっ

た情報、個別の施設名をその場で公表はされない状況です。ですので、

どの施設で例えばクラスターが発生しているとか、例えば 1 人発生し

たとか、そういった感染の情報というか、個人を特定する情報というの

がございません。なかなかこの中でこういう情報の乏しい中で、感染症

対策を講じるというのも悩ましいところもあります。申し訳ございま

せんが、近隣でそういう感染があったかどうかということについては、

なかなか正式なといいますか公式な情報でここでお答えすることはで

きない状況でありますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 もう 1つ、オミクロンのＢＡ.2系統のお話しをされたかと思います。

3月 2日の政府の専門家委員会のアドバイザリーボードでの報告内容、

こういったのも県の対策本部等で報告がされますが、3 月 2日の時点で

は、ＢＡ2、ステルスとも言われるオミクロンにつきましては、海外で

増加していると、拡大していると、国内につきましては、空港検疫等で

確認はしているが、それが市中に感染してきているという情報はまだ

入ってきていない状況でありますので、県内につきましても同様でご

ざいます。以上です。 

 2 番金子委員。 

 ありがとうございます。コロナ感染の部分についてはスマホ等でど

こ管内といった情報は分かる訳ですが、やっぱりどこの施設という部

分は言えないといったような部分であるということですが、やっぱり

これからコロナに感染をさせていかない、あるいはしないためには情

報というものがなければなかなか感染予防にもちょっとマイナス部分

があるのかなといったような部分で今質問をさせていただきました。

いずれ普代の施設では出ていないということで、本当に皆さん方の感

染予防対策の強化、あるいはスタッフの皆さんの努力といったような

ものが本当に感染に至っていないということにつながっていると思う

んです。 

 それから、やっぱり村民の皆さんに今度新しく出る株といったよう

な、ステルス株といったような部分、情報というものが、例えばこれに

また変わった株が出るのか、あるいはこういった情報もあるんだよと

いったようないろんな情報を、やっぱり情報というものは村から発信

を村民にするべきではないのかなというように思いますが、なかなか

まだ皆さんにこういった情報が行き渡っていないといったような状況

もあるようでございますので、そういった部分は分かる範囲でもいい

とは思いますが、徹底をしていただきたいなと思います。そういった新

しい情報というものは県から来なければ公表もされない、あるいはわ

れわれはテレビ新聞等でなければ分からない訳ですが、それよりもい

ち早く村の方では分かると思うんですよ。分かりませんか。やっぱりそ
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委 員 長 

 

ういった情報をテレビだけを確認をして、ラジオだけを確認をして新

聞だけをというようなものではなくて、村から発信をする情報が本当

に正確かなというように思いますが、そういった部分はどのようにお

考えになっているのかお聞かせをいただきたいなと思います。 

 道下住民福祉課長。 

 現在の新たな変異株等に対する情報の発信、迅速というか速やかな

発信というようなお尋ねでありましたが、村の担当課におきましても、

そういった専門的な感染症の公表できる情報というのが県の対策本部

で発表される、これは政府が厚生労働省等でホームページにアップは

しますが、そういった情報でなければ、なかなか住民の方に発信をする

ことは難しいと思っておりました。村の方ですぐにそういう情報が入

るかというと、どうしてもですね、新聞より先にということはございま

せん。国が正式に発表したものを新聞・テレビという後に、やはりある

いは同時にですね、村がそれを知るということになりますので、こちら

の推測だけで村民の皆様にそういった情報を発信してしまうことは混

乱を招きかねませんので、まず確実性のもの、公表されているものとい

うことでできるだけ村民の感染症対策に関わることをですね、できる

限り細やかに情報発信をしてまいりたいというふうに思っておりまし

た。以上です。 

 2 番金子委員。 

 ありがとうございます。いずれにいたしましてもやっぱりまだまだ

続くであろうというようなコロナ感染、こういった部分の情報という

ものは、例えばテレビ・新聞等が早いといっても村から発信をするのが

一番でありますので、いずれそういったときには、発信というものはい

ち早く村民の皆さんにお知らせをして 1 人でも感染にならないような

そういった方法というものを進めてもらいたいなと思います。終わり

ます。 

 ほかに、ございませんか。 

 7 番森田委員。 

 49ページの3款1項シルバー人材センター運営費補助金271万6,000

円についてちょっとお伺いします。このシルバー人材センターはいろ

いろ村の高齢者の方がシルバー人材センターに登録をして、いろいろ

な仕事を請け負って村民の皆さんのためになっているようですけど

も、センターに登録している人は何名で年間延べ大体何人くらいが仕

事をしているのか、それとまた賃金としてはどういうようなお支払い

をしているのか 1 日いくら。これはたぶん料金表みたいなのがあって、

いろんな仕事によって賃金も違ってきているのかもしれませんけど

も、そこら辺のこともお知らせ願いたいと思います。 

 すみません。賃金とかというのは村が決めるのではないですよね。補

助…。説明しますか。 
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森田委員 

 

 

委 員 長 

森田委員 
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森田委員 

 

 

 

 

 

委 員 長 

道下住民福

祉課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 道下住民福祉課長。 

 お答えをいたします。というか答えれない部分が多いですけども、シ

ルバー人材センターにつきましては、法人格を有する団体であります。

村が直接関与するということではなくて、そこに配置になっている事

務局の人件費相当分を補助する額となります。シルバー人材センター

の活動内容というか、就業内容、あるいは料金をいただく中での料金

表、そういったものは団体の方でお決めいただいて活動をされており

ます。なお現在何人登録されているか、または活動の年間の延べ人数で

すかね、それともしあれであれば料金表等につきましては、後ほどです

ね資料を提供いただける範囲で提供いただいてご報告をさせていただ

きたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 7 番森田委員。 

すみません。ちょっと認識不足ですみません。それでは、このシルバ

ー人材センターの運営費補助、271 万 6,000 円の金額の根拠というのは

1名の人件費ということ、年間の。分かりました。 

 よろしいですか。 

 はい。 

ほかに、ございませんか。 

7 番森田委員。 

もう 1 つ、45 ページの 3 款 1 項これはちょっと何目か分からないん

ですけども、委託料で先ほど説明していただいたんですが、相談支援事

業委託金 185 万 4,000 円、3 法人に委託しているというお話しでした

が、差し支えなければ 3 法人はどういう法人なのか、相談内容はどう

いうものを相談を受けて。これも分からない。どれくらいの相談者がい

るのかそれもできたら分かったらお知らせ願いたいんですが。 

道下住民福祉課長。 

お答えをいたします。まずこの相談支援事業委託金でありますが、こ

れもですね、障がい者の総合支援法に基づく地域生活支援事業のこれ

は必ずやらなければならない事業ということで、その障がい者の方の

相談内容等につきましては、主にですねその方の生活であったり、就労

であったり、そういったものの福祉サービスにつなぐための専門的な

相談窓口ということになります。その窓口を開設しているところが、久

慈市の修倫会さんとか、祐和会ですね、そのほか天神会というような法

人に 4 市町村がここは委託をしてですね、そういったサービス給付に

関わる相談とそういった窓口を開設をするというような業務になって

おりました。あと年間の相談件数というお尋ねだったでしょうか、毎月

ですね、相談件数等については、どういう相談があって、件数はどうで

あったかという報告もいただいておりますが、普代村分でよろしけれ

ばですけども、月に 5 件から多くて 10 件程度というふうに認識してお

りました。以上でございます。 
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（「ありがとうございました」と森田委員） 

よろしいですか。 

はい。 

ほかに、ございませんか。 

（なし） 

なければ、3款民生費の質疑を終結いたします。 

次に、4款衛生費の質疑を許します。 

ございませんか。 

4 番大上智委員。 

4 番大上でございます。4 款衛生費について 2 点ばかしお聞きしま

す。4款衛生費の 1項 3目 7節・8節・10 節に脱炭素社会の実現に向け

た検討事業というのがある訳ですけども、この事業についてもうちょ

っと具体的な説明をいただきたいと思います。これは太陽光とかそう

いう洋上とかそういうのでは…。 

すみません、何ページですか。 

すみません、56ページです。 

あと 1件ですけども、57ページの 4 款衛生費の 1項 5 目 14節工事請

負費、公共施設の社会的環境への適応事業ということで、くろさき荘の

エアコンの関係ですけども、これは私くろさき荘が公共施設なのかな

という疑問点が、あれはあくまで営業施設で、そこまで衛生費の方でエ

アコン設置というかそこまでやるのが正当なのかなとこれはくろさき

荘自体での経費でこういうのはやるべきではないのかなと思うんです

けども、その辺の見解を伺いたいと思います。以上です。 

道下住民福祉課長。 

私の方から脱酸素の関係でありますが、村におきましても、ゼロカー

ボン宣言という内容でですね、県北の 9 市町村だったかとは思います

が、一体にですね宣言をさせていただいておりました。また地球温暖化

実行計画の公共事業の分につきましては、3 カ年におきまして、脱酸素

ＣＯ²の削減ということで取り組んでおります。今回計上させていただ

いた事業につきましては、まずは頭出しというようなことでですね、勉

強をするためのエネルギー事業者の方をお招きをして、関係の職員等

にそういった今後のエネルギーについて、どういうふうな脱酸素の可

能性があるか、あるいは普代村の地域資源をどう生かしていくかとい

うことで、各施策ごとに脱酸素の視点を置いた取り組みを今後検討し

ようということでの、旅費あるいは謝金というようなものであります。

もう少し詳しく申し上げますと、公共施設での省エネ再エネの事業の

方は、とりあえず 3 年で事業は完了しておりますが、では一般家庭で

はどうかと、あるいは一般企業ではどうなのかとか、地域全体にです

ね、あるいは産業もそうですけども、地域全体に脱酸素の施策を広くで

すね、実行していくというようなものをまず考える、キックオフになる
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ような事業の取り組みをしたいというふうに思っておりました。当初

にこの少額の予算を計上しておりますが、この検討が進む中では、例え

ば年度途中においての補正予算をお願いする場合もあるのかなという

ふうにも思っておりました。いずれ国の方でもこの地球温暖化対策に

つきましては、46％の削減率という高い目標を掲げておりますので、そ

れに対して各市町村、全国の市町村もそれに沿った取り組みが必要と

いうふうな思いでございます。以上でございます。 

森田政策推進室長。 

工事請負費の公共施設のエアコンの件ですけども、これはワーケー

ションの関係の喫煙室を改修したところにエアコンを付けるというふ

うなもので、コロナ交付金の関係でやっておりますので、こちらに計上

させていただいたというものでございます。 

4 番大上智委員。 

最初の脱酸素の方ですけども、要するに専門家というか、先生を招へ

いしてやる訳ですけども、今からテーマというかは練っていく訳です

か、今課長がしゃべった意味も分かりますけども、もっと具体的に例え

ば脱酸素の社会をつくるのに、どういうふうなあれを専門家を呼んで、

例えばごみとかあとはバイオと同じかもしれませんけども、そういう

ふうなあれを専門家を招へいしてやるんだよというような具体的な感

じでゼロカーボンというのも分かるんですけどもね、今のところ大体

どの辺のテーマを考えているかというような、その辺の軽い意味での

答弁というか、その辺を求めたったんですけども。 

あとついでにもう 1 件、エアコンの方の関係ですけども、結局コロ

ナの方の資金を使うには政策推進室の方というか、そっちの方でなき

ゃそれは使えないために、こういうふうな衛生費の方で盛り込んだと

いうか、くろさき荘自体でのあれは使えないというような制度なんで

すか、その辺お願いします。 

道下住民福祉課長。 

脱炭素に向けたこの検討事業は、その専門的な分野であったりテー

マであったりというところで絞ったものがないのかというお尋ねだっ

たと思います。本村におきましては、他の市町村では、大規模なメガソ

ーラーというような設備を導入をして、脱炭素社会の実現に取り組ん

でいる市町村もございます。なかなか送電網の脆弱な地域でもありま

すので、そういった大規模な発電というのができない中で、何が地域の

エネルギー、地産地消、将来的な目標としてですね、そういったものが

可能であるかというところで今テーマを絞り込みたいなというふうに

思っておりました。その中では当然家庭もそうなんですけども、産業に

おいてそのエネルギー事業と産業の両立等についてもですね、専門の

方からご指導をいただいて、村の産業への活性化等についてもですね、

検討の幅が広がればなという思いでございました。お答えになったか
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どうかあれですけども。 

森田政策推進室長。 

コロナ対策の感染症の部分が重きになっておりまして、ほかのコロ

ナ感染症の部分も衛生費に盛ったりしておりまして、それを政策が取

りまとめているということで、あとはワーケーションに関係すること

なのでということで、くろさき荘というよりはこちらの感染症という

ところに計上させていただきました。 

柾屋村長。 

私から補足させていただきますが、恐らくといいますか、これはコロ

ナ対策の中の感染防止の部分と収束後の取り組みの部分と分けた中で

の収束後の取り組みの部分のことでの事業というふうなことでのコロ

ナ対策の基金を使ったというふうに思いますし、掲載の科目ですけど

も、診療所等で同じのをやるのは診療所の会計に載せさせていただき

ましたし、それからついこの間のあれでくろさき荘の大広間の関係の

感染防止についても恐らくこれも感染対策費でここにあがったという

流れの中で、公共施設の部分の取り組みを一まとめにしてここでやる

というふうな流れの中でここに載ったというふうなことでございま

す。なかなか事業によっては診療所に直接あげたものもあったり、ある

いは別な科目にあげたものもあってこんがらがってあれですけども、

そういった趣旨で提案になったというようなことでございます。 

4 番大上智委員。 

最初にしゃべったくろさき荘は公共施設か、それとも今引っかかっ

たのはワーケーションのあれだから、結局ワーケーションもくろさき

荘自体の営業じゃないかと思ったんですよね。だからそういうワーケ

ーションのあれにエアコンを付けるというのは、やっぱりそれはくろ

さき荘自体の経費でそれで営業というかのそれで使用料とか何とかと

いうのをワーケーションに限らずいただく訳だから、それはあくまで

くろさき荘自体の収支というかそういうので、経費というかそれでや

るべきではないのかなと思ったものですからそういうことでまずいい

です。終わります。 

ほかに、ございませんか。 

9 番正路委員。 

9 番正路です。ほんのちょっとお聞きします。57 ページの 5 目の新

型コロナウイルス感染症対策、これは昨日だったかも自分のことを棚

に上げてしゃべらせていただきましたが、公共施設等にかかる備品等

というようなことで、先ほど説明がありましたが、これにやっぱりある

程度感染症対策をするのであれば、濃厚接触を受けてから陰性か陽性

が分かるまで、今人が少なくなってきて、早くはなってるとは思います

が、やっぱり次の波がまたくる可能性もございます。こういう中にたぶ

んお金は別としても、1つのオプションとして入れてもいいような気も
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委 員 長 

正路委員 

しますが、そこら辺はどのように考えますか。 

道下住民福祉課長。 

大変すみません。お尋ねの意味がちょっとよく分からなかったんで

すけども、申し訳ございません。 

9 番正路委員。 

感染症予防対策ですよね、公共事業の施設等ということであれだっ

たんですけども、そこに長くなれば長くなるほど出るか出ないかは別

としても、やはり食料を買い出しに出たくなってくる訳です。そういっ

た場合にやっぱり出歩かれるのはまずい訳ですよね。そういうときに、

備蓄品の期限間近のものをある程度拠出しながら入れ替えるという策

もあると思いますので、そういったオプションはどうですかというよ

うなことです。いいですか。 

道下住民福祉課長。 

昨日のお尋ねの延長というようなことで。まず 2 月 1 日から県で運

用をしているサポートセンターにつきましては、感染をされた方の自

宅療養者で買い物等ができない方に対して、食料等の物資を支援する

と、当然その中では酸素濃度等を測るパルスオキシメーター等の配布

もしながら随時保健所とやり取りをするというようなことです。お尋

ねの内容につきましては、濃厚接触あるいは関係者というんですかね、

そのご家族ということで、自宅待機となった場合に食料の支援等の検

討が必要ではないかということであります。本村につきましては、感染

者は今のところ少ないと言ったらいいのか、いないと言ったらいいの

かあれですけども、ただ久慈管内でも感染が拡大した際には、そういっ

た濃厚接触でＰＣＲ検査を受けた方、あるいはそのご家族、増えてきて

おります。そういう状況も確かに理解もされるところではありますが、

そういった方々が今少ない中で対応はというようなお尋ねと、さらに

今後拡大をした際に、その対象の方々が濃厚接触者、陽性者以外という

んですかね、そういった方がどんどん増えたときに行政での対応とい

うのはほぼ無理であります。ですので県民の皆様へのお願いというこ

とで、そういった事態にどなたも可能性はございますので、1週間程度

の食料の備蓄というのをお願いしているところでございます。お話し

の内容には防災の備蓄品の配布等というようなお話しもありました

が、それにつきましては賞味期限とか使用期限の間近なもの等につい

てもですね、防災担当課の方での活用の計画等もございますので、まず

は自身のそういった自宅待機での対応・対策等は、個々がしっかりと対

策をしていただくと、行政の役割は行政でしっかりとその対策を強化

していくというように取り組んでまいりたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

9 番正路委員。 

行政の言い分はそのとおりだと思いますけども、やっぱり感染はし
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山﨑農林商

工課長 
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ていなくても、あれがあるし個人情報があります。やっぱりオプション

として持っていれば、全体を把握しないまでも、ある程度ここに連絡を

くださいねとかそういったのがあれば、すみませんが 3 日たったら冷

蔵庫が空になった、1 週間分ストックしていないんですか、だめですと

いう訳にもいかないと思うんですよね。そういったのを一つのあるか

ないか分かりません。ただこういったものにある程度オプション付け

しておけば出しやすくなるんじゃないかなというふうに思いましたの

で質問をさせていただきました。どうぞまた検討をいただきましてよ

ろしくお願いします。 

ほかに、ございませんか。 

（なし） 

なければ、4款衛生費の質疑を終結いたします。 

次に、5款労働費の質疑を許します。 

ございませんか。 

（なし） 

なければ、5款労働費の質疑を終結いたします。 

ここで、11 時 35 分まで休憩したいと思います。     （11：23） 

休憩前に戻り、委員会を再開いたします。        （11：35） 

次に、6款農林水産業費、7 款商工費を、それぞれ担当課長より説明

願います。 

山﨑農林商工課長。 

それでは、6款農林水産業費の説明をさせていただきます。 

（以下、農林商工課長説明、記載省略） 

大村建設水産課長。 

それでは、5 目農地開発事業ダム管理費についてご説明をいたしま

す。 

（以下、建設水産課長説明、記載省略） 

山﨑農林商工課長。 

続きまして、林業費の説明をさせていただきます。 

（以下、農林商工課長説明、記載省略） 

大村建設水産課長。 

次に、3項水産業費の説明をさせていただきます。 

（以下、建設水産課長説明、記載省略） 

山﨑農林商工課長。 

続きまして、7款商工費について説明をいたします。 

（以下、農林商工課長説明、記載省略） 

ありがとうございます。 

ここで昼食のため、午後 1 時まで休憩といたします。  （11：52） 

休憩前に戻り、委員会を再開いたします。       （13：00） 

6 款農林水産業費の質疑を許します。 
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委 員 長 

 

大上智委員 

 

 

 

1 番嵯峨委員。 

1 番嵯峨です。62 ページ 1 項 6 目小水力発電事業についてお伺いし

ます。24 節で積立金 100 万円、普代ダム小水力発電事業基金積立金が

ありますが、大体この小水力発電の年間の売電益がいくらくらいにな

っているのか、まずそれを最初に聞きます。 

大村建設水産課長。 

小水力の方の売電収入でございますけども、令和 3 年度については、

まだもう一月ございますので、総トータル数は出ませんけども、4年度

の収入の見込みとしては 639 万円ほど計上させております。例年 650

万円前後の収入があるものでございます。 

1 番嵯峨委員。 

とすれば 100 万円積み立てれば、売電益から 600 万円から引けば、

500 万円儲けというかがある訳ですが、100 万円は結局積み立てて 10

年後に更新時に 1,000 万円使うというのは以前説明で聞いておりまし

た。それで 500 万円の儲かった売電益がどのように使われているのか、

中身についてお願いします。 

大村建設水産課長。 

小水力発電の売電益でございますが、まずこの小水力発電、建設した

のが岩手県さんの方で国庫補助事業を使って建設した訳ですけども、

この国庫補助事業の縛りがございまして、小水力発電による売電益の

利用は制限されております。まず小水力発電本体の維持管理費あとは

小水力発電を設置した施設、普代村でいいますと普代ダムと併せた配

管等々、和野山・向野場の方の配管等々、それの維持管理費、あとそれ

と小水力発電の次期更新にかかる積立費用となっております。仮にそ

れを超えて収入があった場合、超えた収入額は国庫に返納するという

ことになってございます。それで今 500 何がしの使い道ということで

ございますが、まず小水力発電の維持管理費ということで、6目の小水

力の管理費の 10 節から 24 節の細節の分、それとダム本体の管理費で

あります、5目農地開発事業ダム管理費の方に充当させていただいてお

ります。仮に歳出の方が少なくなれば積立金の方の金額を増やして、国

に戻すお金をなくするといいますか、調整して返納のないようなかた

ちで、その使い道についても毎年、内容を県を通じて国の方に報告する

ことになっておりましたので、そういった使い道になっております。 

（「はい、分かりました」と嵯峨委員） 

ほかに、ございませんか。 

4 番大上智委員。 

6 款の農林水産業費について 4件ほどお聞きしますけども、まず 1件

ずつ聞いてまいります。6 款 1 項 3 目 18 節負担金、県営普代地区農地

開発の負担金ですけども、これは全部のあれを和野山・黒崎・向野場等、

全体の面積をゆっくり教えてもらいたいです。そのうちの現実に現在
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耕作している面積はそのうちの何割で結構ですので、それを教えても

らいたいと思います。 

あと、普代ダムからの簡水施設は、今のところ現在も現役というか十

分に役目を果たしているものかその辺の 2 点についてお聞きします。 

山﨑農林商工課長。 

ただ今のご質問にお答えさせていただきます。農地開発の各地区ご

との面積でございます。和野山地区で 54ｈａ、黒崎地区で 27ｈａ、向

野場地区で 21ｈａ、合計で 102ｈａとなるものでございます。利用率％

の方になりますが、和野山地区で 94.6(％)、黒崎地区で 78.6(％)、向

野場地区で 36.8(％)で平均で 78.7(％)、全体で 80ｈａくらいが活用さ

れているというところでございます。 

大村建設水産課長。 

管路、給水栓等については私の方から説明させていただきます。十分

に活用できているか、健全かどうかということの質問かと思われます

が、それにつきまして、実際に給水栓が老朽化により、漏水とか破損が

徐々に出てきております。それで、これは 62 ページになりますけども、

農地開発事業ダム管理費の中に基幹水利施設ストックマネジメント事

業負担金とございますが、この内容がですね、管路及び給水栓等の更新

に向けた調査を今年度開始すると、長寿命化に向けたそういったもの

を調査するという事業を予定しておりまして、その負担金となってお

りますので、今後更新等々委託の結果次第では次年度以降、5年度以降

に改修等の地元負担金は出てくるものと思っております。 

4 番大上智委員。 

利用率が、ながら 8 割とお聞きしたんですけども、それでは昨日か

らいろんな方から出ている、結構利用されていないところが多いんじ

ゃないかと、太陽光発電とかそんな方に利用した方がいいのじゃない

かという意見も今年ばかりでなくあった訳ですけども、あんまりそれ

は利用は今のところは余裕がないというか、そういうふうに受け取っ

てよろしい訳ですか。 

山﨑農林商工課長。 

お答えをさせていただきます。今例えば向野場の利用率が低いんで

すけれども、約 4 割、6割は使われていないというところなんですが、

なかなか地形的に細長かったりとか、場所が離れていたりとか、これが

集団でまとまっていればそういった所有者のご意向もあるかとは思い

ますが、そういった条件でなかなかそぐわないといいますか、向かない

土地かなと思います。ただまだ償還をしているところでございますの

で、先日一般質問でも出たところでもございますので、最低でも令和 7

年度までが償還が残っておりますので、その前でもいいですが、その後

の各実行委員会がございますので、所有者が集まる中で、どういった利

用の方向性とかそれぞれのご意見を伺いながら、できればこの農地を
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委 員 長 

守って後世に伝えてもらいたいなという思いでおります。以上でござ

います。 

4 番大上智委員。 

非常に今のあれを聞いて、こっちが心配していたのが心配しなくて

もよかったかなというようなあれで、せっかくお金をかけて立派な農

地を造ったものですから、これは農林商工課長を中心にどんどん利用

してもらって、どんどん稼いでもらって税金が増えて、もう交付税もい

らないよというようなくらいに何か、あと 4 年間で済む訳ですけども、

まずこれは払い終わってよかったなということではなくて、これから

の今までかけた分を取り戻すくらいの意気込みで頑張ってもらいたい

と思います。よろしくお願いいたします。 

それから 2 点目ですけども、次に基幹水利施設ストックマネジメン

トの件の 250 万円ですけども、これは今お聞きした 3 地区みんながあ

れを。分かりました。何か 250 万円って結構金額が少ないというか、あ

れのように思えたものだから、今話ししたようにこれからどんどん稼

いでもらう農地ですのでしっかり調査をしてもらってください。 

3 点目に移らせてもらいます。65 ページの 3 項 2 目の水産振興費の

中の 7節・10節・13節にあります、地引網事業ですけども、これは水

産振興費になっている訳ですけども、何回今年は予定していて、いつご

ろというか、どの時期にやるものか。これはあくまで水産振興という

か、前にお聞きしたときも、水産に馴染んでもらうという考えがまず主

な目的というか、あれだったようにお聞きしたんですけども、それでこ

れは建設水産課がやる訳ですか、事業主体というか、企画は。それから

1回やっている訳ですけども、皆さんご存じのようになかなか網を張っ

ても、魚がなかなか網を張る場所には、今度はどこにやるのか分かりま

せんけども、キラウミの辺りのあれだったらまず見込みがないと思う

んですけどもね。これは水産振興というより、結局お祭り的と言えばち

ょっとあれだけども、そういうあれで目的でやるものかその辺をお聞

きします。 

大村建設水産課長。 

地引網事業に関してでございますが、今年度の予定としましては、イ

ベント的に開催するのではなくて、よく小学生とか中学生が体験で交

流で、矢巾町の小学生とか体験にきますけどもそういったときに、普代

の子供たち、矢巾の子供たちと学習の一環として地引網を体験させる

と、水産業について、今の現状とかそういったものを児童の方に話しを

してそういった学習的な要素を含んだものを予定しております。一応

年 1 回の予定で予算計上はさせていただいております。そういったこ

ともありまして、今回は水産学習の一環というかたちで水産業費の方

に計上させていただいておりました。 

4 番大上智委員。 
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そうすれば、実際的にこの間やったときみたいに魚自体はどこかの

網から調達してやって喜んでもらうというようなやり方で、これは今

の答弁を聞きますと、持続的なもので、学習的な要素を多重に含めてや

っていくということですね。分かりました。 

それでは次に、66ページの農林水産業費の 3 項 4目 12 節委託料の新

魚市場事業の 4,500 万円ですけども、詳細設計を来年度計画というか、

進めるということですけども、この事業をやって新魚市場全体の進捗

状況というか、進捗の状態、どこまで進んでいるものか、その辺よろし

くお願いいたします。 

大村建設水産課長。 

魚市場の委託の関係でございます。現在令和 3 年度も基本設計の方

を進めておりまして、この基本設計の段階でどういった施設が必要か、

配置的なもの、そういったものを 3 月までに取りまとめる予定になっ

ておりました。今回の詳細設計につきましては、この詳細設計が終わり

ますと、発注できる図書ができるということになりますので、工事の入

札をかける前段階まで終わるというものになります。詳細設計。今年度

の基本設計を基に描かれたものを造るためにはどのくらいお金が必要

かというお金もはじきだすという詳細設計になりますので、工事発注

の手前まではこれで完了するというかたちになります。 

4 番大上智委員。 

そうすれば、来年度というかで、ある程度の図面はもうでき上がると

いうか、ここにこういうあれが装置なりポンプなりというのはできる

ということですね。この間コロナの関係で、ほかの市場の視察というの

も何か小規模でやったように聞いたんですけども、どこを見てきたの

か、教えてください。 

大村建設水産課長。 

当初は 1 泊 2 日程度で人数もそれなりに人数をかけて行こうという

ことでしたけども、コロナの関係で遠くまでは行けないと、県外の方に

は行けないということもありましたし、大人数での移動はちょっとま

ずいだろうという判断で、人数を絞って行った訳ですが、見学したとこ

ろは、釜石・大船渡の魚市場になります。 

4 番大上智委員。 

これは課長に聞いたらいいか、村長に聞いたらいいか分からないん

ですけども、いったん大船渡なり釜石の市場を見て、どちらも素晴らし

い市場なんですけども、まだ聞いてもいいとは思いますけども、予算的

にはどのくらいを今の段階では見積もっているものなんですか。 

大村建設水産課長。 

まず見学の方は、大船渡と釜石の方、私も実際に同行いたしました。

かなりいい市場だなと思っております。これを全部普代に持ってくれ

ば事業費的にはかなり大きなものになるのかなと思っておりました
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が、全体的な事業費としては、予定としては、10 億円程度を上限とし

て、それ以内に何とか収めたいという方向で進めております。今も基本

設計の段階でも要望を受けている訳ですが、要望を全て受けると全体

事業費がオーバーするというものもありますし、そういったのの調整

を今。かといってハサップ対応にならなければ意味がないということ

になりますので、そこでのすり合わせを今している段階でございます。 

4 番大上智委員。 

10 億円とお聞きしたんですけども、全然津波前の金額とは違うと思

います。それに建物自体は外部的なものがあれかもしれませんけども、

内容が全然今の市場というのは変わって、結局その建物を建てるとい

うお金よりは、内部に今しゃべったようなハサップから何から、あとは

氷自体も水分をよくするためのシャーベットとかかなり。私たち議員

も石巻の魚市場を見てきた訳ですけども、全然汚いというかあれです

けども魚っていうよりも印象もすごい、本当にすばらしい衛生管理を

やって本当に何も心配がいらない、これで商品課長は市場自体のあれ

で、衛生管理が何かでプラスアルファの付加価値を付けた販売できる

ような市場、なかなか現実的には市場がよくなったからって魚の値段

が 2 倍とか何とかという訳ではないんですけどもね。それでも建てて

てそれなりの工夫をすれば、それなりのブランドというか、それも図ら

れると思いますので、今さら予算がどうのこうのというような全然あ

れだと思うんですけども、その辺をこれからの建設の進捗状況におい

てもいろいろ加味しながら立派な市場をお願いしたいと思います。以

上です。 

柾屋村長。 

市場の件はそのように進めてまいりたいというふうに思っておりま

す。ただ、まだ細部については、指定管理される漁協さんでは例えばお

話しのあった氷のことでも洗浄水のことでも、いろいろご希望もあっ

たり、あるいは屋根を少し岸壁の方に出すのの距離とか船の数によっ

てとかそういったのとか、まだ詳細な打ち合せがこれからといったよ

うなこともございますし。何よりも市場としての港銭をいただいてそ

して運営をしていく中で極端に漁師さんたちが払う港銭が上がるとか

そういったこともできる訳がないでしょうし、その中で市場としての

経営の方の、運営の方のことについてのいろんな話し合いというか、そ

ういったのもしていかなければというふうに思っておりました。それ

を令和 4 年度にやるというふうな今状況でおりましたけども、それが

しっかり固まらないと建設のＧＯがかけられないというふうな状況に

ありますし。また、あれは臨港道路といったか、県道から下りていく道

路がうちの位置が決まらないと最後の方の着地の場所が決まらないと

いったようなこともございましたので、新年度の取り組みが非常に大

事だというふうなことで思っておりました。いずれ予定している 5年 6
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年度で、2カ年度の工事といったものが、順調にできるように取り進め

たいというふうに思っておりましたので、いろいろご指導もいただき

たいなというふうに思っておりました。 

なお、最近の新聞であと 6 年後に震災前水準のサケが戻ってくるこ

とを目標に県では取り組みをするというふうなことでございます。今

の計画でいくというとうちの市場の方は 5 年後というか、4年と 5年の

間でというふうなことになりますので、そのとおりサケが県の予定通

り戻ってきてくれるのには、何とか半年・1 年遅れても間に合うかなと

いったようなことで取り組んでいきたいなと思っておりましたし、ぜ

ひ県の取り組みが震災前のサケが戻るような状況になれば、うまく全

体が回っていくのかなと思っておりましたので、そういった点につい

てもいろいろご指導をいただきたいと思います。 

4 番大上智委員。 

今村長がしゃべりましたように、今度の市場は開設者が村になる訳

ですので、村でもいろんな施設を持っている訳ですけども、魚市場とい

うのは、儲かるといえばちょっと語弊もあるとは思いますけども、やっ

ぱり金を生み出す施設なものだから、結局いい施設を造ってもらって

どんどん漁協さんから使用料というかあれを徴収してもらうような施

設にしてもらいたいと思います。よろしくお願いします。 

ほかに、ございませんか。 

3 番大上浩史委員。 

3 番大上です。5、6点聞きたいのがありますので、1 点ずつお願いし

ます。まず 65ページの同僚議員も地引網、水産振興という科目につい

て質問があった訳ですが、私も重複するかとは思うんですが、まずもっ

て私この科目が間違いではないのかと。水産振興とは何ぞやという時

点から判断して、実質運用が本当に水産振興なのか、今聞くというと教

育関係ということに変更になったようですが、元々この地引網という

のは、設定するにあたって私はこの件については反対した経緯があっ

てよく分かるんですが、観光事業に期するんだということで。いやこの

地引網というのは、全くあの砂浜で魚が捕れる理屈がないと、やめるべ

きだということを私強く主張した訳ですけども、いやいや魚が捕れな

くてもいいと、あくまでも地引網をやることによって、お客さんを呼ぶ

んだということでの強引な地引網と観光というのを結び付けた地引網

だったんですよ。それで、1年目だか 2 年目にやってみるとおり、漁師

さんを 2、3人くらい頼んで、あと魚を何匹か入れて、今言う生徒とか

誰に見せたということは聞いていた訳ですがね、その過程はやむを得

ないとしても、この水産振興ということは科目が全く、内容と科目が違

う、こういうのはすべからくこういうのがあって、予算計上が可能なの

かどうか、これを認めればほかにもこういうのが何点もあるだという

ふうに勘違いをする訳ですが、いかがなものですか。水産課長さん。 
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大村建設水産課長。 

地引網に関しまして、今回普代の子供たちも含めて、まず漁業に触れ

てもらうという意味での漁業振興ということで計上させていただいて

おります。まずなかなか魚とかそういった網とかそういったのにも触

れることがあまりない子供たちに、小さいころから漁業活動に触れて

もらって将来にそういった子供たちに漁業に対して、興味を示しても

らうという意味で漁業振興にあたると思いまして、こちらの方に引き

続き計上させていただいております。 

3 番大上浩史委員。 

いや私の見解は水産振興ではないでしょと言っているんです。生徒

に見せたから水産振興になるという今発想ですが、それではないと思

うんですが、水産振興というのはあくまでも水産に関していかに水産

を伸ばすかという意味での水産振興ということじゃないんですか。何

でそれを生徒に見せたから、それが水産が急に将来的に伸びるんです

か。その生徒も数ある中には水産に携わる人もあるでしょうそれは、そ

れ入れれば 100％水産振興ではないと私もそうは思います。だが現実に

それこそさっきから同じことを言っているんだけれども、だいたい目

的は観光だったでしょうと、それが 1 年で今度は水産振興に変わった、

その水産振興が今度はこういう科目でいいのかと、どうせ生徒に見せ

るんだったら教育の方の関係の分野で生徒をそういうふうに教育関係

でお見せするんだと、経験させるんだということであれば教育の方の

科目でやるべきではないんですか、当然に。何で水産振興にこの科目を

持っていかなければならないですかということを言っている訳です。

納得できないから聞いている訳です。納得させてくださいよ。 

柾屋村長。 

お答えをさせていただきます。今回は正直なところはコロナの部分

もあるから、ないのだというふうなことが査定のスタートで始まった

中で、矢巾町の子供に限り、この間まで毎年まついそ公園で、漁業振興

ではなく、海に接することで、普代の子供たちとそして矢巾町の子供た

ちとやっているので、それを継続したいというふうなことで。それであ

ればコロナの部分も大丈夫だろうし、まず限定的なことの範囲でやる

のだからよしというふうにしましょうということにしました。水産振

興の部分については、議員さんもお話しのように、観光の部分もあった

り教育の分もあったりまた海のことを知ったりというふうなこともあ

る中で、従前より前から水産振興の部分に作るときからあがってきて

いたもので流れの中で急に変えたのではなく、ここにそのまま置いて

しまったと置いたというふうなことでございます。やる年の内容によ

って変えることも議員さんのお話しのようにそれも可でございます

し、また今年の取り組みが観光でないというふうな、元はお話しのよう

に観光であれしたのだけれども、今回の場合は矢巾の子供たちと普代
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の小学校の生徒限定だといったようなことの中で今回はここでご理解

をいただいて、次に観光になるような場合には変えていくというふう

なことでご理解をいただければというふうに思いますが。よろしくお

願いします。 

7 番大上浩史議員。 

まず今村長が言っている事情、私らにも思えば堀内にも海洋(海づく

り?)少年隊だかというのがあって、海に親しんでもらうと、そういう意

味での一貫性のそういった意味というようなことでの村長答弁だ訳で

すけども、あくまでも。であるならばあるなりに当然に子供らの海への

親しみということの計算をするならば、何も地引網だから、海だから水

産振興なんだというような特定のあれではなくして、子供の教育とい

うのであれば、子供の教育の方の科目で当然だ訳ですよ。ただ地引網だ

から海だから水産振興だというような当てはめ方というのは、俺は

元々が間違いだと、観光がだめになって、いずれのもんにも矢巾等の子

供らとの関係性があるということであるならばそれなりの教育関係で

正確な勘定科目になると思うんですよ。何も今地引網だから網そのも

のが海だから水産振興だと。冒頭で、くろさき荘で 2,000 万円で赤字

だって村長が言うように、冒頭で村長がこういう科目の変更をしたの

でよろしく頼むというようなはなから間違いを認めながらそういうふ

うな言い方をするのであれば、それも仕方がないなというような思い

もあるだろうけども、白々しく水産振興ですよ、片方ではこういう内容

ですよというこれはおかしいと思うんですよ。この 1 例を取ってそう

いうことであるならば、ほかの例もみんな同じにわれわれは騙されて

いるんだというふうに解釈をせざるを得ないんですよ。だからやっぱ

り明らかにそういう教育なら教育に関することであるならば、そうい

う教育の方に回すとかっていうのであれば正解だけれども、水産振興

だと言ってやっていて、片方はそれこそ生徒に親善の意味、そういう生

徒に海に親しむ内容ということを言うんであるならば、やっぱりそっ

ちの方の科目を正確にやるべきではないのかなという思いがあります

が、これ以上は私言いませんが、今後そういうのをはっきり気を付けて

もらいたいなということでやめておきます。 

それから、あんまりくどくどしく言っても困りますが、62 ページの

光熱水費がダム関係で 350 万円計上になっている訳ですが、350 万円と

いうのは全く太田名部ダムというか、普代ダムだけの光熱費というふ

うに解釈すればいい訳ですか。 

大村建設水産課長。 

この光熱水費 350 万円は、普代ダムの電気料になります。 

 

3 番大上浩史委員。 

ダムに係る、同僚議員が先ほども質問している内容とだぶる訳です
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けども、この 350 万円の光熱水費を使って、それこそ村民の農業所得

がいくらくらいの所得になる訳ですか。 

柾屋村長。 

すみません、私の方から。正確な数字ではございませんけども、5,000

万円～6,000 万円のときがだいぶ前にございましたけども、今はそこま

でいっておらないで、せいぜいすみませんおおよその数字で、3,500～

4,000 万円そこらが収入額と、全体で。ダムだけのあそこの部分だけは

ちょっと分からないけども、村全体がホウレンソウとか全部あれでそ

うだというふうに承知しておりました。 

7 番大上浩史委員。 

これは昨年もそういった内容においてのそれこそ黒崎地区は分から

ないんですが、和野山地区の生産金額ということになれば、昨年聞いた

範囲の中においては、それこそ 50万円か 60 万円でなかったのかなと、

岩泉の公社に貸してトウモロコシだかそういったのとか、あるいは梅

垣さんだか、あるいは 4、5年前にはジャガイモをやった人も辞めた訳

なんで、そういった賃貸借をやって、50 万円～60 万円、60 万円～70万

円くらいの賃借料ですか、そういった内容のものだというのを昨年聞

いている訳ですが。今村長さんの言う確かに何十年か前には 5,000 万

円だ 6,000 万円だ、ダイコンだうんぬん、それの転作がうんぬんかん

ぬんでできなくなったということでほとんど使われないような状況の

中において、最近は何とかかんとかそれをあれするために 5 人か 6 人

に賃借をしているということは聞いている訳ですが、それによっての

金額というものは知れたものだ訳で。だがしかし、管理料というか、現

にこうやって 350 万円なんだ何て言うのは、どうしたって向野場にも

ホウレンソウをやっているから、水を通さないとならない、和野山にも

黒崎にも水を通さないとならない、そういう意味では維持管理をダム

をやっているものだからそういう維持管理はかからざるを得ないが、

だがしかし、和野山に関してはそういう状況でやる人がいなくなって

全然それこそ農業の生産額が上がらないと。何か聞くというと、梅垣さ

ん等も十分最近やっていないというような経緯もある訳ですが、だが

しかし維持管理をすればやらなければならない、せめて自営の網を洗

うために水を使わなければならないという確かにそういう痛いかゆい

部分はあるけども、こういう 350 万円に関しての見返りが全然ないん

だということはある程度村長部局も認めなきゃならないと思うんです

が、どうなんですか。 

山﨑農林商工課長。 

この農地開発、3地区の売り上げについて、農林商工で推定をする部

分では、やはり、ホウレンソウの主力のメンバーがおりますので、それ

が大体 3,000 万円が全体だとすれば、その中の 9割くらい、8割～9割

くらいなので、2,400 万円～2,500 万円くらいはホウレンソウだけでも
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黒崎とか向野場等で和野山も含めて上がっていると思いますので、そ

のほかにきゅうりだったりとかやっぱり 3,000 万円近くの売り上げに

は 3 団地全体ではなっていると、それぐらいは上がっていると思って

おります。売り上げに関しては。 

（「人数的には」と大上浩史議員） 

人数的には 3団体で今 24 名の耕作でございます。団体も含めてです

が、24 名というんでしょうか、その中には、岩泉の公社さんのデント

コーンとかも 1 つというふうに数えてありますし、あと田野畑の佐々

木さんも入っておりますので、ただ売り上げに関しては同じ農協です

けども、そちらの方はなかなか想定、売り上げ的には入っていないんで

すけども、全体では 24名が耕作をしております。 

3 番大上浩史委員。 

普代村は漁業の村だということでご承知のとおり、1 億円も 2億円も

いくら国の助成だうんぬんかんぬんと言われても、港湾、港を造るとき

に 10ｍ延ばすに 10 億円だと、それの負担金が 9割国が持つといっても

1割持たなければならない、太田名部の漁港なんかは毎年 1 億円投じて

いる、沢もやらなきゃならない、白井もやらなきゃならない、堀内もや

らなきゃならない、黒崎もやらなきゃならないって、漁業にはそれこそ

何十億円とかけている訳ですよね。それから見たら、農業っていうのに

は 50 万円だ 100 万円だ、300 万円だって、ホウレンソウだニンジンだ

っていろいろ科目の中には金額の中にはあるけども 10万円だ 5万円だ

3万円だと総体的に見れば、全然農業費というのは金をひとつも使って

いないんですよ、漁業から見れば。だからそういう意味では理屈は分か

るけども、分かるけどもやはりそこら辺はこういうふうに 350 万円か

けました、それ以外にも水道料がほかにもかかっているけども、だがし

かし現実に、普代の場合は田んぼもない、畑もないというような現実が

ある訳なんで、だからそういう意味では、私も個人的にはそう思いま

す。だがしかし、こういうのに関しては、こういう費用はかからざるを

得ないということは、やはりはっきりとそういうふうにやって収入も

これくらい、だがしかし、費用対効果を見た場合においては全然採算ベ

ースに合うものでないという理屈は分かる訳ですよ私も。だがしかし

今言うように 24名であったにせよ、やはりそういう農業振興はやらな

ければならないというふうな思いがある訳ですよ。だから無理なこと

は私も言えない訳ですが、ただやはり内容についてはこれくらいはそ

れこそダム設備に関してはそれこそランニングコストが年に 700 万円

～800 万円くらいかかって、しかし効果は 300 万円しか収入がないと、

これが俺は現実だと思うんですよ。それをもっともらしく 5,000 万円

6,000 万円もありますよというようなことではないんだということを

やっぱり課長さんも村長部局もはっきりとやっぱり言うのは言わなけ

ればならないと思うんです。そこら辺を今後ははっきりとしてもらい
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たいなという思いがあります。あとは言いません。 

それからもうひとつ、63 ページの林業振興費でございますが、これ

がいろいろイノシシだシカだということの処理は分かる訳ですが、私

は昨年もそれ前にも依然として熊谷有耕元議員の言うとおり、林業に

金を使ってくれないかと、もう少し村とすれば林業に金を使わなけれ

ばならないのではないかということの発想の中において私も 2、3年前

から林業費がこの将来的な林業に関しての金を使うべきではないかと

いったのを私は記憶している訳ですが、そのときに今の山﨑課長もそ

のとおり、ごもっともと、将来考えますということを言ってくれた思い

がある訳ですが。しかしここの令和 4 年の中を見ると、そういう直接

的な端的な金は確かに使われていると思うんですが、将来的な林業政

策ということに対しての費用は一銭もここに盛ってないと、私は林業

っていうのも世の中のことも何も分からない。特にも林業なんていう

ものはましてや分からない訳ですが、やはりそれこそこれは林業はほ

とんどが民有地で、大変難しいとは思うんですがやっぱり、中には村有

林もかなりあると思うので、そういった意味での将来的な植林ですか、

それこそ伐採ですか、山の手入れですか、そういった意味での金の使い

方というのがそれこそ 2、3年前から考えます、やりますと言ってるの

に対して、そういった費用がひとつも盛っていないというのはいかが

なものですか。それについて答弁願います。 

山﨑農林商工課長。 

ただ今の質問にお答えをさせていただきます。63ページの 18 款負担

金補助及び交付金の中の下から3段目に村有林整備事業負担金 60万円

計上させていただいておりますが、これにつきましては村有地の 4 地

割での下刈り作業が前造林したところがございまして、こちらの 6.25

ｈａ。負担金が 10 万円ですが事業費的には 100 万円くらいかかるその

中の村の負担金がございます。そのほかに第 5 地割の方でこれまで村

有林を伐採・販売しておりますが、そこの跡地の方に新年度 5ｈａ造林

をいたしますが、1ｈａ当たりの負担金が 10 万円という見積もりをい

ただいておりますので、5ｈａで 50 万円分の負担金。造林の方ももう

ちょっと事業費が想定でありますが200～300万円の事業費のうちの負

担が 1ｈａ当たり 10 万円で 5ｈａ50 万円、合計で 60 万円の村有地の森

林整備に関して 60 万円の負担金を計上させていただいております。 

3 番大上浩史委員。 

60 万円ということは、それこそ国だか県か森林組合だか分かんない

ですが、そういった助成の中において負担金が 60 万円だということに

なればそれこそ 600 万円だか 700 万円の工事をやるんだというふうな

解釈でいい訳ですか。 

（「400 万円～500 万円くらいだと思います」と山﨑農林商工課長） 

5ｈａと言いましたか、村有林はだってこの前 40 町歩だか何ぼう売
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ったんではなかったですか。それの跡地それが整理がまだついてない

ということであればあれなんだけれども、そういった意味でそれこそ 5

ｈａだか 5町歩だかといえば微々たるものではないですか。 

山﨑農林商工課長。 

ただ今の質問にお答えさせていただきます。事業自体行ってもらう

のが森林組合さんなので、森林組合さんの年間のうちの方で造林にか

けるできる事業量とかっていうのがありますのでナラ枯れをやったり

だとか、他の市町村の方の仕事もありますので、大体うちの方でお願い

できる分が下刈りと造林が 5ｈａくらいが上限かなということで、少し

ずつ計画的に進めていくということで来年 5 町歩やったから終わりで

はなくてその後も継続してやっていければと思っております。 

3 番大上浩史委員。 

まず私は理屈を全然分かんないで言ってる訳なので、ほとんど間違

いだらけだと思うんですが、そういう意味でいずれ村有林にかかわら

ず、民有林にかかわらず、そういった将来的な 50 年も 60 年単位なも

のだからわれわれがどうのこうの 3 年か 5 年しか先がないんですが、

それを 50 年 60 年先なんですけど、いずれ山林の場合もやはり手を付

けてもらいたいなという意味で質問してる訳なんでよろしくお願いし

ます。 

それからですね、60 ページの農業関連施設等管理経費というのが 44

万 3,000 円というのがありますし、希望郷いわての農業基盤整備事業

345 万円がある訳ですが、この内容について説明をお願いします。 

山﨑農林商工課長。 

ただ今の質問にお答えをさせていただきます。60ページの 11 節役務

費の農業関連施設等管理経費、こちらの方は農業施設等のシルバー人

材センターに委託をして刈払いをしていただく経費でございます。 

14 節の工事請負費の希望郷いわての農業基盤整備事業、こちらの方

は和野山地区の農地の湧水対策、湧き水があふれるのの暗渠整備を継

続して行っておりますが、それの事業費でございます。 

3 番大上浩史委員。 

和野山地区の 345 万円の経費はそれこそそれをぜひともやらなけれ

ばならない、私の言う費用対効果の面ではどういうことなんですか、こ

れは。この 345 万円の工事は。 

山﨑農林商工課長。 

水が湧いてきて作物が育たないという弊害がございますので、水を

抜いてあげないと水が引かないと、種を植えても腐ってしまうという

ことで、これを暗渠施設で水を抜いて乾いた状態にするというもので

ございます。これについての経費でございますが、これは端数はありま

すが、100％補助でございますので、これを導入して、補助整備を、水

の湧くようなところを農地を改良をするというものでございます。こ
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れによりまして、作付けした作物がそのまま成長すると、現段階では腐

ってしまって、育たない状況があるというので、要望があった地点に、

要望があった農地について整備を、県へお願いを、補助事業をお願いし

ているものでございます。 

3 番大上浩史委員。 

最後、それ以上何も言うことはないんですけども、あれくらい広いと

ころでぜひとも 100％補助だということで文句はない訳ですが、是が非

でもそれこそ耕作していない土地がいっぱいあるはずなんですが、そ

れこそそういうふうな移転をするとかという考え方ではなくして、ど

うしてもそこだけをやらなければならないという理屈がある訳なんで

すか。かなり空き地があるはずなんですが。 

山﨑農林商工課長。 

お答えをいたします。営農的に例えばまとまってここの施設を、どな

たが借りているというようなことがありますので、その中でここが水

が湧いていて使えないとかというところなので、そこを整備すれば全

体的にまた耕作ができますし、効率も上がるということでございます

ので、ポツンと離れたところではないので、全体的に耕作しているとこ

ろを整備しておりますので、どうしても地形的な部分で、片方に法面、

斜面があって抜けないようなところは整備のしようがないんですけど

も、ちょうど勾配があって水路が抜けやすいようなところもあったり

するものですから、そういうところは積極的に改良を進めているとい

うところでございます。 

3 番大上浩史委員。 

345 万円かけて、それこそ 1,000 万円の収入があるというのであれば

理屈は分かるけども 345 万円もかけてていかに補助だかもしれないけ

ども 200 万円しか収入がないんだということはないんですか。345 万円

かけて、それこそ 1,000 万円も 1,500 万円も収入があるというのであ

ればなるほどなということになる訳ですが、現場を見ないでて私言う

訳ですが、それこそただ便利があるから、今の説明のように便利がある

からそこの重機等がすぐ行ってできるからそういうことなんだという

ことであったならば、それもそうだとは思うんですが、ただ収入から言

わせれば、そこの場所が 345 万円、それこそペイであっても収入があ

るんだというような理屈になる訳ですか。 

山﨑農林商工課長。 

お答えをさせていただきます。確かに、340 万円とか、350万円かけ

るのは大きい費用だとは思いますが、ただ面積も広い、2ｈａくらい、

直線的にも 2,300ｍくらいの暗渠を引きますので、今後 10 年、15年と

そこの農地がずっと営農が続くということを考えれば、単年度じゃな

くて、今後 15 年、20年と続く農地でございますので、何とか更新とい

いますか、これからもずっとその農地を確保していく必要があろうか
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と思いますので、必要な事業だと思います。 

3 番大上浩史委員。 

いつか近い将来、ぜひとも課長じゃなくてもいいですが、担当者に案

内してもらって現場を見させていただけませんか。いいですか。お願い

します。終わります。 

ほかに、ございませんか。 

2 番金子委員。 

63 ページの林業総務費の部分でお伺いをいたします。普代村ナラ枯

れ対策といったような部分でお聞かせをいただきたいんですが、今非

常にナラ枯れというようなものが増えてきているといったような状況

の中で、かなりの場所がナラ枯れの部分で伐採をされているといった

ような状況にありますが、この場所ですが、その場所がどれくらいあっ

て、どれくらいの本数を今切っておられるのか、そしてその部分で村の

土地がどれくらいそこの部分にあるのかお聞かせをいただきたいなと

思います。 

山﨑農林商工課長。 

ちょっと箇所数は 4 カ所～6カ所といいますか、昨年から引き続きま

して、黒崎・太田名部から向かっていきまして、一番上の大きいカーブ

の左右、それからくろさき荘に入っていくところの大岩展望台に向か

う右側の民地、それから黒崎展望台の遊歩道、くろさき荘第 2 駐車場

に向かっての場所、あとはキャンプ場の中、あとはくろさき荘の周辺、

和野山にもございまして、本数的にはあるんですが、正確な箇所数は追

ってご報告いたしますが、切り倒しての燻蒸をする、伐倒燻蒸は301本、

それから立っている立木に穴を開けて薬注するところが 318 本で今年

度は 619 本の処理を行っております。 

（「そのうち、村の山はどれくらい切っていますか」と金子委員） 

2 番金子委員。 

いいです。それは後で。と言うのは私、この質問をさせていただきま

したのは、このナラ枯れを切るといったようなことで、あとはビニール

シートのような、何というか分からないんですが、それをかけて、薬を

まいて何か殺す訳ですか、あれは。それをやって 2 週間くらいたてば

土地所有者、あるいは村の木を切った場合でも自由にできるんだとい

ったようなことで、薪にしようが、それこそ何にしようが自由にできる

といった話しを聞いているんですが、その持ち帰った後にそこを何も

消毒もしなくても、次にナラ枯れの被害は影響が出ないものかなとい

ったような部分がある訳です。それともう 1 点は、村の土地も、私村の

土地だなというところも切っていると分かりますが、そこの部分、切っ

た薪は、それこそ薪にするくらいのちょうどよい長さに切ってあるん

ですが、それがただ腐るまでそのままに放っておくものかどうか。これ

はやっぱり所有者は自由にできる、2 週間たてばいろいろ薪にしようが
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何にしようがというようなことで持って行っている部分もあるようで

すが、そういった部分でもしそれができるのであれば、村としても、せ

っかくいい木なんですよ、そういうのをただ放っておいてただ腐るま

で待つのではなく、欲しい人に売却してもいいのではないかというよ

うな思いもある訳ですが、そこら辺はどのようなお考えでしょうか。 

川向総務課長。 

村の所有の木の部分です。今現在 3 月中にですね、一部所有の部分

を売却することで業者の方から今見積りをいただいているというよう

な予定にしておりましたので、その部分は一部売却することにはして

おります。 

（「切った部分のものに対しては」と金子委員） 

川向総務課長。 

ちょっとその部分の、切ったものをどうするかという部分は、聞いて

おりませんでしたが、今立っているものを伐採しながらそこの部分も

処分するということであります。切ったものについては確認はまだ取

ってはおりませんが、後でお知らせをしたいと思います。 

（「それと次に伝染していかないのかどうかという部分ですが」と金

子委員） 

山﨑農林商工課長。 

申し訳ございません。燻蒸したものは 2 週間たてば虫がそのまま死

んでしまうということになっておりますので、その後は動かしてもそ

れ以前に飛んでいる可能性はありますが、それ自体を動かしたことに

よって広がるということはないと聞いております。 

2 番金子委員。 

分かりましたが、それは当たり前にシートだかなんだか分かりませ

んが、シートが被さっている状態の 2 週間ですよね。やはりあそこら

辺は分かるとおり風が吹けばかけてもシートが全部なくなっていると

いったような状況の中で本当に果たして大丈夫かなといったような部

分で。ただ見ればまだまだ枯れ木がある訳ですが、これ以上増える部分

があってはなというような思いでも聞いてはおりますが、そういった

部分の管理というものは、いったん切ってそこに積んでシートをかけ

れば飛んでも飛ばなくても後はいいんだというようなものであるのか

どうか、そこら辺の森林組合さんに頼んでいるのであれば、やっぱりそ

こら辺もちゃんと徹底しておいた方がいいのではないのかというよう

な思いですが、いかがでしょうか。 

山﨑農林商工課長。 

お答えをさせていただきます。一応伐倒燻蒸すれば、シートはただ被

せておくのではなくて、被せて周りを埋めることになっておりますの

で、適正にそのように行うように再度確認をしたいと思います。 

あとは、先ほどの箇所数、今お知らせをしますが、今年は黒崎地区、
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和野山を含めて 10 カ所ほどの伐採でございました。 

柾屋村長。 

切った後の木の関係ですけども、例えば今まで、昨年切ったのは、黒

崎園地のあそこら辺から、あるいは黒崎園地の高台というか、あそこか

ら上がったところからすぐ見えるといったようなことで、非常に景観

上よくないなと思っておりましたし、また最近切った木はキャンプ場

のところで、今ビニールシートをかけておるんですけども、これもまた

非常に景観というかがうまくないなと思って非常な悩みでおりまし

た。そうしている間に、町村会の会議で葛巻町長と会ったら 90ｃｍに

切ってくれれば、私のところで若干でいいが買ってもいいがと運んで

いいがという話しをしましたけれども、これまた村内で誰かほしい人

があったり使うのをまさか先に葛巻でもないだろうといったようなこ

とで、非常に今悩んでいるのが実際のところです。所有者の方の分はと

もかく、村の部分をそのまま腐らせるのは少し時間もかかるし格好も

悪いし、どうしたらいいかなと思って。一番手っ取り早いのは、さっき

総務課長がお話したように、まだナラ枯れにならない周りはなってい

てこれからなるという場所を早めに切り下げをやるところなんですけ

ども、その際にお金を出しても、一緒に片づけてもらうようにした方が

いいかそこらを切る方とも相談をしたいですし、また何よりも地区の

方々が少しでもあれして持って行ってくれれば一番いい訳ですので、

そこらのことを工夫しないとなというふうなことで今議員さんの質問

を聞いて感じておりましたので、担当課の方に農林商工とそれから総

務課の方にちょっと検討をさせてみたいと思います。 

2 番金子委員。 

ありがとうございます。今村長さんの答弁で何も腐るまで置くので

はないといったような部分である訳ですが、何も村で金をかけなくて

も薪にするといったようなことになれば、ほしい人が来て、入札でも何

でもやれば自分で積んでいくと思うんですよ。そういった今しゃべら

れた景観上も非常によくない、何だやあれは、いつまでああやっておく

んだやといったような話しもある中でやっぱり最後まで片付けるまで

の仕事、そこまで、2週間たったならばすぐさまに何かほしい人があっ

たらあげるとかそういった手配といいますか計画を作って、村民の皆

さんにお知らせをした方がいいと思います。そのことが景観上非常に

よいといったような部分です。まずそれはよろしくお願いいたします。 

それから、もう 1点の部分でいいですか。委員長さん。 

はい。 

先ほど、同僚議員が 66ページの新魚市場整備事業委託料の部分でだ

ぶるとは思いますけれども、4,500 万円と、委託料。詳細設計というよ

うなことである訳です。これは非常に漁業者にとってもありがたい部

分、今後においての施設である訳ですから。その 4,500 万円というよ
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うなことは、非常に安い金額でもないといったような部分で、村長さん

の方から大体上限 10 億円くらいでというような話しもあった訳です

が、今の市場と大体、まだ漁協さんとの話し合いは付いていないといっ

たような部分ではある訳ですが、漁協さんとの話し合い、詳細な話し合

いがいつごろ予定をされているのか。そして今市場があるものがある

訳ですが、例えば分かりやすく簡単に今の市場の倍の長さがあるんだ

よ、あるいは幅がどれくらいあるんだよとそういった仮の説明だけも

できないんでしょうか。もしそれができるのであれば、仮にでもこれく

らいの大きさなんだよというような部分が掴めたらお聞かせをいただ

きたいなと思います。 

大村建設水産課長。 

まず魚市場の今後の漁協さんとの話し合いの日程につきましてはで

すね、今月中のうちにまた改めて集まって協議する予定にはなってご

ざいます。ただコンサルの方が県外の方でなかなかコロナが多く発生

しているところの方なので、その辺はリモートとかそういったかたち

で今主体を進めておりますが、現在先月末ですか、ボーリング調査をし

て海上殺菌装置のための水質調査をその結果等が出揃いますので、今

月も再度集まって検討をするというかたちになっております。これか

ら若干変わってくるとは思いますが、規模的なもので言えば第 1 案で

示したのは幅が約 80ｍほど、今の市場がどのくらいの規模だったのか

ちょっとあれなんですが、大体この 80ｍくらいで網の定置の船が 5 隻

ほど付けれるような。 

（「横が 80ｍ」と金子委員） 

はい、横が 80ｍで岸壁の長さといいますか、そっちに対して 80ｍほ

どでワイヤーがかかっているのが、5 隻ほど並んで横付けして、直接魚

を地面に付けないで市場にやるという想定になっておりました。これ

についてもいろいろな意見があって、全部の網が一気に付けれるよう

にとか、そういったいろいろありますけども、そうすれば規模が大きく

なるということもあって、今まだ検討中な段階で、あとその規模につい

ては、大体最初の案が 80ｍ×奥行が 25ｍというので 1 回案は出してお

ります。それで一部 2階建てというかたちになります。以上です。 

2 番金子委員。 

ありがとうございます。いずれにいたしましてもこの魚市場、これか

らの若い漁業者たちが、普代村は漁業の町と言わるような、小さくても

そういう町でありますので、いずれ漁協さんともいろいろ協議をした

中でよりよい魚市場といったようなものができるように、そしてやっ

ぱり規模にもあるかとは思いますが、やっぱり水揚げ、それによって水

揚げがというような部分にいくとは思いますけども、今の水揚げの状

態を考えれば非常に厳しいような水揚げといったような部分ではあり

ますが、将来に期待をしながら、何とかいい市場づくりに努めていただ
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委 員 長 

きたいなというように思います。よろしくお願いします。終わります。 

ほかに、ございませんか。 

7 番森田委員。 

61 ページの新規作物栽培チャレンジ支援事業、それからその下の新

規作物栽培拡大支援事業、この内容というか、これはどういうふうに取

り組んで今後どういうふうに発展させていくのかお伺いします。 

山﨑農林商工課長。 

お答えをさせていただきます。まず新規作物栽培チャレンジ支援事

業でございますが、こちらは向野場地区のニンニク栽培とそれから茂

市でのピーマン栽培を行う、農業者に支援をするというものでござい

ます。あと(新規作物)栽培拡大支援事業につきましては、昨年度まで行

っていたブロッコリーで、昨年の売り上げはちょっとあれですが、農協

出荷しておりますので、これを拡大してもうちょっと増産していけれ

ばと思いますし。もう 1 つは黒崎地区の果物、スイカとか作付けして

いるところがございますが、ただ昨年は鳥獣被害でちょうどいいとこ

ろでハクビシンに食べられたということで一切昨年は収穫がなかった

というように聞いておりますので、今年は独自で対策をしながら行い

たいということでそこの 2 つの事業者の作付け者に助成をするという

ような予定でございます。 

（「将来的にはどういうふうに持っていきたいのか」と森田委員） 

7 番森田委員。 

同じことを言いますけども、将来的にこのままこういう補助金を出

して、こういうかたちでいくのか、それとも何かこういうプラン、夢が

あってこういうかたちに持っていくためにも、資金先としてやってい

るのか、単一的にこれに補助してみようというものなのか、何か青写真

があってやっているのか、その辺。 

山﨑農林商工課長。 

お答えをさせていただきます。まず新規作物栽培チャレンジ支援事

業ということで、村の方でこの作物をとかというのではなくて、そのと

きどきとか、これが有力なとかいろんなのがあるかと思いますが、これ

を農業者の方がこれをやってみたいとかそれを支援したいということ

でので、これが着実に伸びるようであればそれを拡大事業で広げて農

協出荷につなげて拡大をしていきたいというようなものですが、なか

なかこれだというのが最近ではブロッコリーが若干農協出荷しており

ますので、これをもうちょっと広げていければと思いますし、今やって

いるチャレンジ事業のニンニク等も販売まで行っておりませんので、

いろんなこれだというものはないですが、いろんな生産者がどんどん、

農業者が手を上げてこれをやってみたいということであればどんどん

広げてチャレンジしていただきたいと思っているものでございます。 

7 番森田委員。 
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分かりました。説明資料の方に新規作物の下に書いてあります、普代

村農業農村振興協議会、こういう会議をつくって情報交換というよう

なことをやっているようでございますが、昨年、一昨年とコロナの影響

でこの情報交換会も開催したのかしないのか分からないんですけど

も、まずたぶんこういう情報交換会をやると他市町村の状況も情報と

して入ってくると思うんです。近隣で言えば、田野畑村さんは若い農業

者が出てきて、今おっしゃったブロッコリーとかピーマンとかレタス

とかそういうものを作付けして農業生産で収入が結構上がって、結構

いいということで生産拡大をして順調にいっているようなんです。以

前、農林商工課でホウレンソウとか何とかを組み合わせてこれくらい

を栽培すればこれくらいの収入が上がりますよ、普代村で皆さんやっ

てみませんかというのを以前役場で出したような記憶があるんですけ

ども。言いたいのは、ここでは簡単に言っておきますけども、農業振興

という意味でもう少し農林商工課でも情報を収集して、もう少し一歩

進んだ村で農業をする人に対して、情報提供をできるような体制をつ

くっていただきたいと思っていますがその辺についてお願いします。 

 柾屋村長。 

 ただ今の件でございますけども、ここの農業農村振興協議会、私が新

年度からやれとお話しした、農協がいなくなって、農協と農家と行政が

何を思っているんだと、それを本来であれば農協さんがやるのだかも

しれないけども、農協さんへ相談をして、村で金を出してそしてやって

みようよということでお願いをしたものでございます。まさに森田議

員さんがお話しのことをこれまでできないできたのを進めようという

ふうなことでございますので、課の方でも今後私の思いをくみ取りな

がら、そして農協さんと農家と一緒につないでやっていくということ

でご理解をいただきたいと思います。今までやってきたのではなく、令

和 4年度からスタートをするようにお願いをした部分でございます。 

 7 番森田委員。 

 村長さんの農業に対する力強いお話しを聞けて大変よかったと思っ

ております。農林商工課の方にも村長さんの意向を十分、私たち農業者

も、農林商工課の皆さんもその気持ちを受け取って農業振興にご尽力・

ご努力いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。終わりま

す。 

 9 番正路委員。 

 9 番正路です。61 ページのちょうど中間よりちょっと上ですけども、

園芸産地確率事業、私も以前菌床シイタケの分にも助成したらどうか

というようなことで言いましたら、早速の予算計上いただきました。こ

れもまた村長さんはじめ担当課のどこから引っ張ってきたお金だか分

かりませんけども、非常に敬意を表したいと思います。これはこれで。 

 そして、58 ページの 8 節ですね、農業委員旅費これのことに対して
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説明をお願いいたします。 

 山﨑農林商工課長。 

 お答えをさせていただきます。まず農業委員会の旅費でございます

が、農業委員会長の旅費が 1 件と盛岡での研修会が 1 件、あと全国農

業委員会大会の会長の旅費が 4 万 8,000 円と、これで農業委員旅費が

6 万 1,000 円と、普通旅費の方では担当者、局長等の研修が 12 回ほど

ございまして、1万 2,000 円という計上でございます。あと農業者年金

業務委託料の旅費もございまして、こちらの方も担当者、あとは全国農

業年金大会の東京への 1 泊 2 日の旅費、それから盛岡での研修会、あ

と女性農業委員さんの研修会、あと県北農業委員会連絡協議会の総会・

研修会こちらが 1 万 5,000 円の 3 名とか、こちらが合計で 18 万 1,000

円計上しております。 

 9 番正路委員。 

 今の話しだと、研修とかそういった出張とか、そういうものが主であ

るというようなことで、私はやっぱり農業委員の皆様は名前のとおり

普代の農業のリーダーであると思っております。決して許認可だけで

はなくて、そういったのが重要な問題だと思います。今コロナの中でど

うしても動きづらい訳ですが、やっぱり今大上浩史議員も結構農業に

関して熱いことを語っていただきましたが、そういう中でやっぱり担

当課だけが苦労するのではなくて、農業委員の皆さんにももう少し予

算を付けた中で今後の普代の農業がどうあるべきかというようなこと

を少し検討をいただくような委員会であればいいなというふうに思っ

ておりますので、そこら辺はたぶん担当課としてもいろいろ検討はし

ているかとは思いますが、どのように感じておいでになられますか。 

 山﨑農林商工課長。 

 お答えをさせていただきます。前までは会長の研修とか、全体の総

会、全体でのホールでの講演を聞くという研修が主だったんですが、最

近はそれよりも地域に入って、その農地をどのように今後展開してい

くか、集約するかとかといった話し合いの場の設定だったりの研修、委

員さんとか推進委員さんの研修とかそれぞれ最近は出てきておりま

す。ただ今コロナなので、Ｗｅｂ会議とかということになるのもありま

すが、そういった研修も進んできておりますので、積極的にそこは受講

していただいて、今後の政策に生かしていければと思っております。 

 9 番正路委員。 

 ぜひ今後農業委員さんのあり方というのも見つめ直していかなけれ

ばならないのかなと思っておりますので、ぜひ今言われている例えば

新規チャレンジの関係であるとかそこをここで必要以上に揉む必要も

ないと思いますので、そこら辺のあれをちゃんと考えた中である程度

情報を出してもらえれば議会の席でそこまで揉まなくてもいいのだろ

うというふうに思います。ぜひそこはよろしくお願いいたします。 
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 次ですね、63 ページの農林水産業費の中の 1 目林業総務費の中の村

有林整備事業負担金、先ほど大上浩史議員が言ったとおり、山に少しお

金を使ったらどうだというような話しがございました。先ほど 4地割・

5 地割と言いましたが、4 地割・5 地割と言っても分かりませんのであ

る程度の名称でお知らせいただければと思います。 

 山﨑農林商工課長。 

 4 地割は和野山、農地開発の中央道を真っすぐ行きまして、農協さん

からいただいた土地、石が 2 つあって、堆肥製造の先の左右の過去に

伐採をしたところに造林をしたのの下刈りを今年で 3 年目か 4 年目に

なるかと思いますが、6.25ｈａ、4 地割は。あと、5 地割は村有林の池

名といいますか、いったん田野畑に出てくるところのいろんな伐採し

ているところがありますが、そこの一部で過去に平成の辺りに伐採し

たところの造林だと思います。平成の最後の方に、すみません。 

 9 番正路委員。 

 私もそこら辺がどうだったのかなと思って聞いたので、たぶん和野

山部分と上の山部分というようなことだと思います。先ほども大上浩

史議員が話して金を使えということですけども、森林組合に関しても、

担当課に関しても山とは相談していないような感じを見受けられま

す。ある程度ただ下刈りをして植えればいいということではなくて、や

はり山に行って森林組合と一緒に行ってここは植えるべきところだ、

まだもうちょっと様子を見て下刈りだけで、萌芽で成長するんだよと

いうようなことであれば萌芽がどうしても早く育ちますので、1本立ち

したのは枯れる可能性もかなり大きい危険性を持っているというこ

と、そういったことも踏まえてもうちょっと山と相談すべきだなとい

うふうに思いました。それと今 60町歩の山、もし植えるのであればそ

この方が非常に効率はいいのではないかと、あそこは松山ですので萌

芽はしない訳です。そういったことを考えればたぶん来年度で予定は

終わりなのかな、その後にそういったものを計画しても決して遅くは

ないと思います。30 年 40 年かかる訳ですから、違う計画があればあっ

たでいいとは思いますが、私はそのように思いますので、もうちょっと

山を見て相談すべきだと思います。 

 もう 1 つお聞きいたします。64 ページの一番上、森林環境整備基金

積立金、これは森林譲与税の積立になる訳ですが、これは何年くらいた

めて何に使うかというのをたぶん前に聞いたような気がしますけど

も、もう一度お知らせください。 

 山﨑農林商工課長。 

 お答えをさせていただきます。令和 4 年度 600 万円を積立金計上し

ておりますが、これが 3年度末で 1,301 万 1,000 円だったと思います。

これがそのまま入れば 1,901 万 1,000 円。だだ今年度人件費で多少 40

何万円落としますので、1,800 何十万円の基金残高になる予定でござい
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ます。これにつきましては、元年度から人工林の中の私有林を今後どの

ようにするかというアンケート調査を令和元年からやってきておりま

すが、整備が遅れているところを例えば森林組合さんが何かに委託で

きるような、商売ができるような山なのかとても商売にならないで、村

が引き受けて公的に整備しなければならないかといった経費に使う予

定。あとは林道を通すとかそういった経費に使う予定ではございます

が、ただまだ 2,000 万円にも至っておりませんので、すぐ事業費にと

いうところまでいくかどうか、来年度はそういった現地調査、意向があ

った役場の方に頼みたいとかという要望・希望があった方々の山を現

地調査をするので多少経費は出るかもしれませんが、実際の事業まで

はもうちょっと先になるのかなと思っております。 

 9 番正路委員。 

 使い道と言っても一気にあと何年積む、たぶん 2、3 年は積み上げて

いくとなれば、結構それなりの金額になるのかどうか分かりませんけ

ども、ある程度取り崩しても、まだ調査が終わっていない訳ですので。

そういったのもありまして、実はこの森林環境譲与税、これの使い道に

関してあるどこかの都市だったと思います。都市だか田舎だか分かり

ませんけども、これを積み立てて将来建設するであろう学校整備です

ね、それに環境譲与税を使っていきたいというようなことを何かで見

たことがあります。村でも例えば 3,000 万円くらいの積立ができるの

であれば、村有林の村有材ですか、県産材も対象になるのかどうか分か

りませんが、そういった活用方法である程度、将来の学校建設費の一気

に手元から出すのをこういうので穴埋め等は考えられないかなと思っ

て質問しますけども、その辺は担当課より村長の方がいいですかね。よ

ろしくお願いします。 

 柾屋村長。 

 まず、木造造りの校舎関係ですけども、非常に環境的にというか、非

常に子供たちの健康上もあるいは教育的な効果も非常にいいというこ

とでお聞きをしております。一方で非常に高上がりにもなってしまう

やにも聞きますが、ただそれに対する補助とかいろんな優遇措置はあ

るというふうに聞いておりました。まだ場所も決まっていない段階で

すので、そこらが決まってきた段階で、もし平屋あるいは木造で建てる

2 階くらいですかねそういったものの可能性があるか等々をみんなで

検討しながらそこらも一つの選択肢というふうなことで考えていきた

いというふうに思っております。三船教育長さんは木造でやればいろ

いろな効果があるんじゃないのかなといったような話しをよくされ

て、もう少し単価的なこと、補助のこと、調べておいてみてくれという

ふうな話しは 2 人だけではしておったところでございますが、今後そ

ういったことも勉強してまいります。 

 9 番正路委員。 
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 用地が決まらないとということはあると思いますが、たまたま上の

山地区の松を売却したと、そこの業者さんは集成材を用いている、そう

なればいいあんばいで、先の話しではありますが集成材を使うことも

できるのではないかと思った経緯もございますのでこういう質問をさ

せていただきました。ぜひ将来発展的なことでこういったものを使え

るのであれば非常にいいのではないのかなと思っておりますので、ど

うぞよろしくお願いをいたしまして、私の質問は終わります。 

 3 番大上浩史委員。 

 3 番大上です。建設課長にお伺いしますが、かつての 19 号台風です

か、洪水ですか、水害ですか、そういう中において、上神田さんという

か三田地さんというか、普代の銀座通りというか、これの後ろの山、森

田同僚議員の後ろの山とか、そういう各沢々から結構中央区の家の方

に私が言わなくても水が流れてきたという、災害にはならなかったけ

ども、結構水が流れてきた経緯がある訳なんで、そういう意味におい

て、治山ダムというか、19 号よりも大きい水害があった場合において

の中央区の…。 

 すみません、大上委員、6 款ですので。何ページの。 

 6 款に林業の関係がありますよね。林業の関係で、後ろの山の林業と

いうことで私は聞いている訳です。63 ページの林業管理費の分で関連

で聞く訳ですが。そういう、後ろの山の水が出るところの調査を恐らく

していないと思いますが、そういった意味で別の状況で今から起きる

水害設備の機械も造ることですので、そういう意味で中央区の災害の

場合のあれを将来的にそこら辺の検討もする必要があるのではないの

かなという思いでいます。それからなおかつ太田名部の建設課長は太

田名部の出身でいる訳で、太田名部がかつて 30年くらい前ですか、竹

の沢がとんでもない大水害を講じて道路が 1ｍも掘れて竹の沢地区を

私も何歳のときだか確認している訳ですが、あれ以来太田名部にはそ

んな大きい水害はないけども。ただ水害ということになれば、結局山関

係で太田名部が一番怖い地区なのでどっちを見てもそういう意味で、

やはり将来的に治山ダムというか、林業の関係でそういうのが必要に

なろうかと思うが、そういう意味で、課長なり村長なりが将来的にそこ

ら辺を検討するということはいかがなもんなんでしょうか。 

 大村建設水産課長。 

 治山ダムということで 8 款の方になる訳ではございますけども、今

県の方で土砂災害の危険渓流の指定というのを緊急的に進めておりま

す。今年度もいわゆるレッドゾーンという危険場所について、区域指定

を進めておりまして、今まで調査をしてきた太田名部であったり、元村

地区でレッドゾーンを保留になっている地区・箇所についても順次レ

ッドゾーンに指定をしていくと、まず治山事業であり、砂防事業であ

り、どちらの事業にしても土砂危険渓流のレッドゾーンを指定してい
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ないと事業採択では不可能といいますか、まず事業採択にはならない

ということでまずレッドゾーンの指定をしていくという作業を今進め

ております。あとは毎年治山施設であれば村の方からここの箇所の治

山をお願いしたいというかたちで県に要望しておりますので、危険渓

流、雨のときにこういったのが雨がかなり出てきたんだよとか、そうい

ったのを情報等、お知らせをいただきまして、こちらで確認している分

は、もちろんあげていきますけれども、こちらで確認できなかった部分

についてもお知らせをいただければその辺も検討しながら治山の方の

申請の方は毎年することになりますので、そういった方向で動いてい

きたいと思っております。 

 3 番大上浩史委員。 

 今委員長からお叱りを受けたけども、山が裸になって結果的に普段

今度は川の水量が足りなくご承知のようになっている現状、山がはげ

頭になっているという状況から水害・災害を起きるんだという前提の

ものに林業費という山にお金をかけなければならないんですよという

のが、5、6年前からの 10 年前からの川の治水の関係でそういう問題が

出ているものだからどうしても造林を大事にすべきでないのか、村長

答弁もそのとおりだと川水をまず増やさなければならないというのが

村長答弁であり、熊谷有耕氏の言い分だったのを私は個人的に自分な

りに受け継いで、やはり水害・災害を防ぐためには山の、はげた山を改

造しないとならないという意味でのお願いをした経緯がございます。

それだけは分かってもらいたいと思います。 

 ほかに、ございませんか。 

 （なし） 

 なければ、6款農林水産業費の質疑を終結いたします。 

 ここで、午後 3時まで休憩したいと思います。     （14：48） 

 休憩前に戻り、委員会を再開いたします。       （15：00） 

 次に、7 款商工費の質疑を許します。 

 1 番嵯峨委員。 

 1 つだけお伺いします。ページ数が 66ページ～67 ページにかかる、

商工費の 1目 18 節青の国ふだい・海の創生開発事業補助金 100 万円、

ちょっとさっき聞いたんですが、もうちょっと中身を具体的にお知ら

せ願いします。 

 山﨑農林商工課長。 

 お答えをさせていただきます。商工会におきまして各商店者等で新

商品開発を行っております。それの青の国ふだいブランド認定商品と

いうことで認定をしまして、それをＰＲ、あとステッカーを貼ったりと

かということで、例えば某お肉屋さんの八杯・普代浜潮だしであったり

とか、昆布入り特製生たれとか、いろいろな商品がございますけれど

も、昨年度が 9件ほど新巻鮭の生ハム、サケ・白子コンフィというんで
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すか、あとは湯通し塩蔵ワカメ、きらうみ昆布甘辛煮というようないろ

んな商品があるんですけども、これを申請をもらって青の国・海の創生

開発事業の中で、新たな商品開発したものを認定してこれをどんどん

ＰＲしていくと。あとは村の方ではそれを今度は特産品等に掲載した

りとかというふうに合わせて商工会がＰＲする事業の補助金といいま

すか、の中身になっております。継続事業で行っているものでございま

す。 

 1 番嵯峨委員。 

 分かりました。大変立派な事業ですのでぜひそうやって商店街の

方々もそうやっていっぱい売れれば、商店街の方々の利益になると思

いますのでぜひ継続で頑張ってもらいたいと思います。終わります。 

 ほかに、ございませんか。 

 4 番大上智委員。 

 4 番大上です。簡単なことを聞きます。67ページの 7 款商工費の 1項

2目観光費の中に恋する灯台関連のあれがあるんですけども、8節の専

門家招へい 34 万 4,000 円、あと 10 節に特別住民票 5 万円になってお

りますけども、恋する灯台の専門家といったらどういうふうな人がい

るか、どのようなあれでたぶん来てもらうから、どういうふうなお話し

を伺うのか。あと 10 節の特別住民票って、これは何なんですか。その

辺をお願いします。 

 山﨑農林商工課長。 

お答えをさせていただきます。恋する灯台プロジェクト推進事業、昨

年といいますか、2021 年 10 月 18 日に黒埼灯台を擬人化したキャラク

ターというのが設定されまして、こういったくろさき荘に写真は置い

てありますけども、これを作りましたといいますか、元々プロデュース

した柴田さんという方が、海と日本財団に係る方がいらっしゃいまし

て、こういう方とかあとは陸中黒埼灯台の音声をやっております真殿

さんという方がいるんですが、こういった方をお呼びしてと考えてお

ります。この擬人化したのに特別住民票をあと併せて村のすっきぃ＆

えんぞーを今特別住民票というのを交付、よくキャラクターとかそう

いったものに交付してＰＲしているところがありますので、これと恋

する灯台・灯台の擬人化をしたものですので、ここら辺でＰＲをしたい

なという経費でございます。 

 （「分かりました」と大上智委員） 

 ほかに、ございませんか。 

 3 番大上浩史委員。 

 先回も聞いて本格的に 7款で聞く訳ですが、例の 69 ページの指定管

理業務委託料 576 万円についてこれの計算基準といいますか、これか

らまずお伺いします。 

 山﨑農林商工課長。 
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 観光センターの指定管理料の経費の積算についてというお答えをさ

せていただきます。まず人件費の部分の計上、あとは施設に掛かります

消耗品・修繕料・光熱水費、電気料とか施設の管理に必要な部分を計上

したものが 716 万 7,000 円ほどございます。一方でテナントの収入、

あとは清掃協力費、三陸鉄道の切符販売手数料等の収入が 193 万 1,000

円ほどございます。先ほどの 716 万 7,000 円から 193 万 1,000 円を引

いた 523 万 6,000 円に消費税をかけ、575 万 9,600 円となる計算でござ

います。 

 3 番大上浩史委員。 

 これはここ 2、3 年この金額はそんなに変わりはないかと思うんです

が、相手は「青の国」という株式会社だ訳ですよね。それで令和 2年度

あるいはまだ決算が終わっていない 3 年度の会社の収支はどうなって

いますか。 

 山﨑農林商工課長。 

 お答えをさせていただきます。2年度の損益計算書の中で当期純利益

が 888 万円、890 万円ほどでございます。2 年度が。今年度の見込みで

ございますが、516 万円ほどとお聞きしております。 

 3 番大上浩史委員。 

 当初「青の国」が設立した当時はやはり経済状態というか、収支状態

は、そんなによくなかったし売店収入もそんなになかった、そういう意

味で「青の国」が発足した訳ですが、幸いにもふるさと納税の関係があ

って仕事が十分に行き渡るというか、仕事量が出てきた訳ですよ。です

から今聞くように 890 万円の利益が出たということは、これは粗利で

なく純利だと思うんですが、それに対して、法人税、税金を確かにいく

らか 890 万円に対して税金も払っていると思うんですよ。例えば今年

の 500 万円も想定利益が出たということになれば、それこそ税金を払

っていると、そういう環境の中において、新年度と同じような見方でも

って 590 万円というのはあり得ないはずなんですが、会社でなければ

いい訳ですけども、会社でなければ議員がいろいろな手を伸べ口を述

べるから一応独立した状態にしろというふうな思いで村長は株式会社

にしたと思うんですが、これは私の余分な考えですが。そういう意味に

おいても会社ということになれば、利益がこういうふうに出ていると

いうことに対して、例年どおり、「はい 590 万円です、300 万円です」

ということはあり得ないと思うんですよ。やはり、確かに会社とはいっ

ても、村の 90％も息のかかった会社ですから、それこそ産業経済を発

展させるという趣旨の下にこの「青の国」ができているし、その趣旨の

基に「青の国」がある訳なんで・もし経営状態がおかしくなった場合に

はやっぱり当然 590 万円が 700 万円にもやはりやって普代村の産業経

済を賄うということについてはいい訳ですが、今こうやって利益があ

るものに対して、590 万円も出すんだと、それ以外にもこうやって別な
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科目でもってパンフレットをやるとか何をするとかというのはいろい

ろな助成を別な意味で助成というか、「青の国」の名前を使った状態で

ＰＲしている訳ですよね。だからそういう金については、非常に何も文

句を言うところはないんだけれども、こういう利益があるのに対して

そういう何ですか、管理料を例年どおり払うということは全然勉強を

してないんじゃないかと。私はそう思うんです。村長はいかがですか。 

 柾屋村長。 

 今お聞きをした感じでは、例えば 800 万円の前年令和 2 年度に 800

万円の純利益だったようですけども、これはご案内のように人を揃え

られなくて、女の子を 1人、それからパートの人たちをあれしてて、そ

して一生懸命やったおかげでプラスになって、そして今年からは令和 3

年度からは、ご存じのように 1 月 1 日から畠山君を職員として、それ

から部長を 4 月から頼んで、結局は今年は 800 万円が頑張っても 300

万円、500 万円に減るということで、そうすれば 300 万円マイナスにな

るというふうな状況なようでございます。それで指定管理料につきま

しては、私どもはかかったものにそれをやるために、かかったものを算

定をして、それで入るものを計算をしてそれで管理料を決めていただ

いて、そしてあとは会社で別に受けた仕事、あるいは物を会社独自で売

った商売でそっちの方のあれで出るものとは合わせて運用というか、

運転をしていくというふうなことで考えておりまして。例えば会社自

体にそういったことで黒字になったから指定管理料が減ったりという

ふうなことではなく取り扱っていければなというふうな思いでおりま

した。なお、ふるさと納税をやっていく今後のために昨年どうしても必

要で 600 万円以上ただただ業者が物を持ってきて物を置いて、そして

それを外に置いて格好を悪くしてではなく、裏の方にちゃんと冷蔵庫

を置いててしまっておいてそして梱包をしていこうと、村の送るもの

がしっかりいいものが届くようにといったようなことで、600 万円ほど

の冷蔵庫等も揃えたりしておりまして、そういったことの取り組みの

中で、ふるさと納税のために、あるいは駅の指定管理のために頑張って

いきたいなというふうな思いでおるところでございます。 

 3 番大上浩史委員。 

 私は、もう 1 つは結局算定基準を決める場合のそれこそ心構えとい

うかを感じています。と言うのは例年どおり昨年 580 万円だったら今

年も 580 万円だというような一般的な考え方をすべきではない、やは

り会社の場合、例えば今年度 500 万円の利益があれば、恐らく法人税

というのは合わせて 40％くらいは取られるんじゃないのかなというよ

うな思いがありますのでね、会社だから。役場的には、それは違うかも

分からないけども、一応会社だから、法人税というところになれば、何

だかんだ含めれば 40％くらいは、利益の 40％は取られる、結局令和 3

年度でも 200 万円は税金を取られている訳ですよ、何もそういった黒
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字の状態の中において、同じ親と子の中というか、兄弟の中というか、

そういう中においての受け取り渡しをする場合においての 570 万円と

いう算定はおかしいのではないかと。それこそ私はどうでもいい訳で

すが、村とすればこういうふるさと納税が 2 億円も 3 億円もそれこそ

森田課長の成績だかは分かりませんが、急に 2億円、3 億円になった、

1億 5,000 万円は村の収入になるんだと、1 億 5,000 万円のうち 1億円

は返礼品としても 5,000 万円は諸経費になる、5,000 万円のうち 3,000

円なら 3,000 円はそれこそ「青の国」に行くんだというような思いも

かけない収入があるならば、やはりそれは法人税 40％取られるよりか

は、確かに村長は人件費うんぬんかんぬんって言っているとおり、それ

によって人件費も入って今年度・令和 3 年は 500 万円の利益が出てい

る訳ですよ。たぶんにして令和 4年度・本年度は少なくても 3億円は、

先ほどは 2億円を見込んでいるんだということですが、2 億円の計算を

してもそれこそそれなりに今年の 500 万円が 200 万円の収入なのか、

トントンなのか分かりませんが、そういう算定基準を考えるならば、こ

こに 570 万円が必要であるのかないのかというやはり基礎的な計算の

基に算定基準をしましたよ、というのであれば私は納得する訳ですが、

初年度の 570 万円と今の 570 万円も同じだという考え方はおかしいん

じゃないですかという意味で私はこうやって昨日から今日話しをして

いる訳です。100 万円でも 200 万円でもこの法人税のそういったのを払

わないようにするためには 100 万円か 200 万円、それこそ訂正をする

と、今回の分はこのまま予算どおり通してもいいが、補正でもってこれ

は訂正するという考えはございませんか。 

 柾屋村長。 

 私の考えだと、指定管理料でもふるさと納税の委託料でもかかるも

のはかかるものとしてやって、額が増えて、それによって仕事が忙しく

て、みんなが頑張ったおかげで出た利益は利益と。その中で指定管理料

を安くするのとかそういうのではなく、何か補助を出せとかそういう

ことをやっている団体もありますから、例えば野田村のように。そうい

ったことで逆に村に寄付をして、そして税を若干安くしてというふう

な取り組みをしていくケースもありますので、管理料はその年によっ

て会社の動向によって変動したりということはなかなかしたくないな

というような思いでおりました。あと、これはどうなるか分からないで

すけども、500 万円のあれが出ると、4 年度出るというふうなことでご

ざいますけども。これも先ほどお話ししたように国からもらった人件

費、地域おこし協力隊のやつを国からもらっているからルールで「青の

国」に突っ込んでいるんですけども、恐らく 400 万円くらいになるか

とは思うんですけども、それのおかげでなっているような部分もあり

ますので、最終的に赤字にはならないと思うんですけども、そんなに純

なまで 500 万円とかというのは国からの金等が入っての部分というふ
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うなことで、必ずしもうんと余裕というか儲かりの部分があるとは考

えておりませんし。逆にこれから急に下がったりしても仕方がない訳

ですけども、それに準備している 600 万円の冷蔵庫代等のそういった

ののリース分の支払い等が下がっていけば心配でもありますし、管理

料は管理料、そして委託している業務の部分は委託している業務の部

分で中身の額でこれはダブっているとか、これは考えるとかという項

目ベースなことは勉強をさせていただきますけども、全体が黒字に見

えるからということでのあれは今のところ考えにくいなというふうな

思いでおりました。 

 3 番大上浩史委員。 

私と村長の力量の差がはっきりしてますので、私がとやかくどうの

こうの言ったところで力量の差で負けますので、村長様がそういうふ

うに 800 万円払います。900 万円払います、ほかの同僚議員も村長さん

の力の強さでそうなんだというふうな思いだろうと思うので、私がと

やかく言ったところで、釈迦に説法というか力量の差でやむを得ない

なと思いますので、これで引き取りますが、いずれ適当に村長さんの力

量の差で適当にやってください。終わります。 

ほかに、ございませんか。 

4 番大上智委員。 

今の件ですけども、私自身も「青の国」と観光センターのあれは違う

と思うんです。管理料というのは。結局いつか前はあったかもしれませ

んけども、人数が足りないとか何とかっていうのでインセンティブっ

ていうかのムチとアメのような部分でアメの部分の要素が含まれて、

今の経費の方に「青の国」の部分が入っているとかというのであったら

非常に問題だとは思うんですけども、たぶんこれは見れば違うと思う

んです。管理料は管理料でこれはかかる部分の経費だし、後は入ってく

る分の家賃の部分とかの収入の分とそれの部分がはっきり足し引きし

て数字が出てきているものですから、これはこれでもし今はそんな頑

張ってもらいたいというのは全然その部分は入っていないんですよ

ね。そういう面でこれは「青の国」と観光センターの管理料というのは

私自身はやっぱり別個なものだと思っています。ただこれは自分の意

見というか考えですのでそう思いますけども。 

ほかに、ございませんか。 

2 番金子委員。 

2 番金子でございます。67 ページの観光費の部分でお伺いをさせて

いただきます。ここの青の国観光ガイドブック等印刷製本費、それから

特産品のカタログ印刷製本費というようなあれがある訳ですが、新し

く中身を変えてのガイドブックなのか、あるいは新しくＰＲのカタロ

グを印刷するのか、足りなくて印刷をするのか、ここの部分のご説明を

お願いします。 
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それから観光費の部分でお聞かせをいただきたいんですが、3年度の

部分でどれくらいのキャンプの方々が来たのかといったような部分、

それからキャンプ者の方々がどのような部分でくろさき荘に収支の部

分で、人数が来れば来るほど収支の部分でくろさき荘がどれくらいの

影響があったのかというような部分が分かりましたらお願いをしま

す。 

山﨑農林商工課長。 

それではお答えをさせていただきます。67ページ 10 節需用費の青の

国観光ガイドブックと青の国特産品ＰＲカタログにつきましては、そ

の更新の都度といいますか、情報が変わったものは更新しております

ので、同じものではないというものでございます。情報が古くなってい

るので、また新たに更新をするものでございます。 

次に、黒崎のキャンプ場の利用でございます。令和 2 年は件数で 171

件・人数で 543 人、そして利用料、清掃協力費ですねこちらで 37 万

7,400 円になったものが、今年度件数で 363件、人数で 1,144 人、金額

で 82 万 2,600 円ということで人数では倍、金額では 2.5 倍というよう

な利用状況でございました。あと、くろさき荘の方では、お風呂の利用

をしていると思いますので、この人数がほとんと使っていただいたと

思っております。また今年につきましては、3 月 1 日から今年雪があま

り多くないので 3 月 1 日からはキャンプ場をオープンしております。

ただ凍結の恐れがありますので、水道とかは止めて、水はくろさき荘に

行って、ポットとか入れ物を持って、トイレもくろさき荘を使ってもら

うということで、当然お風呂利用も、3 月 1 日からで数組がもう利用し

ているようですが、人数は把握しておりません。よろしくお願いしま

す。 

2 番金子委員。 

ありがとうございます。このガイドブックとか特産品のＰＲ、私もい

ろいろの行っているんですが、宮古市に行ったときにですか、やっぱり

いろいろな各市町村のカタログ・ガイドブック等があった訳ですが、や

っぱりほかの市町村の部分がやっぱり分かりやすいというか、やっぱ

り立派なガイドブックが出ているんです。やっぱり正面だけでも普代

村という部分が分かるようなガイドブックになればいいのかなという

ような思いがする訳ですが、いずれＰＲのためには非常に大事な事業

だと思っております。 

キャンプ場の部分ですが、私も毎朝ぐるっと展望台・灯台をまわって

くるんですが、非常にキャンプ者も多かったなというように思います。

その効果がくろさき荘の部分にも出ていると思いますから、やっぱり

キャンプ場の清掃といいますか、そういった部分、先ほども申しました

が、切ったナラの木が非常にありますから、3 月 1 日にあそこを開けて

いるならば、特にもああいうのが非常に景観を損ねるといったような
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部分にもあたると思いますので、そこら辺はよろしくお願いをしたい

なと思います。いずれこういった、少しでも今後もあそこのくろさき荘

周辺の整備等も行う訳ですから、1人でも多くのお客さんが来ていただ

けるような体制、そして今年度は得意もコロナ禍ではありますが、村民

の方々が何のことでも地域のくろさき荘を使っていただけるようなＰ

Ｒ、観光者だけのＰＲでなく村内のＰＲもぜひともやっていかなけれ

ば非常に大変でないのかなというように思います。私は特にも例えば

定置網さん等が舟夫揃、いろんな分野でやるときは、地域の施設を使っ

ていただけるように、そこに行ってお願いをするとか、そういうような

ＰＲをするべきでないのかなといったような思いがします。どうして

もその部分、サービスを少しくらいしてもいっぱいお客さんが使って

くれればいいのかなというように思いますので、何とかそこら辺のＰ

Ｒはよろしくお願いをしたいなと思います。そして何とかくろさき荘

も、頑張ってやっていかなければ、村に宿泊施設といったようなものが

なくなるといったことがないように頑張って進めていただきたいなと

いうように思います。いかがですか、そこら辺。 

山﨑農林商工課長。 

ありがとうございます。やはり今年も多少ではございますが、各地区

の老人クラブだったりとか、地区できてお風呂に入って食事とかとい

うことも多少でございますし、あと田野畑村の方の網だったりとか、消

防団だったりの折の利用等もございますので、やっぱりＰＲは大事だ

と思います。議員の意見も受けて、当然私も絶対必要なものだと思って

おりますので、さらに住民への各種利用等呼び掛けＰＲを図りたいと

思っております。よろしくお願いいたします。 

（「終わります」と金子委員） 

ほかに、ございませんか。 

3 番大上浩史委員。 

委員長にお願いがあります。7款を決定する場合は起立採決で決定お

願いします。 

分かりました。 

ほかに、ございませんか。 

7 番森田委員。 

68 ページの 7款 1項 2目 12 節ですか、観光バス等誘致促進事業 200

万円とありますけども、これについてご説明を願います。 

山﨑農林商工課長。 

お答えをさせていただきます。68ページ 12 節委託料、観光バス等誘

致促進事業では、各旅行会社さん等が普代駅へ 10 分間滞在してもらっ

て 1 人 100 円というようなのをお支払いして普代に連れて来てそこで

特産品を買ったりとかという部分で、ツアーバスが絶対「普代駅青の

国」へ立ち寄ってもらうといったもの、それから各種エージェントへの



 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委 員 長 

森田委員 

 

 

 

委 員 長 

山﨑農林商

工課長 

 

委 員 長 

山﨑農林商

工課長 

 

 

 

 

委 員 長 

森田委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

委 員 長 

山﨑農林商

工課長 

 

 

委 員 長 

森田委員 

委 員 長 

山﨑農林商

工課長 
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営業活動とか、全体の部分を「青の国ふだい」へ委託しているものでご

ざいます。 

7 番森田委員。 

200 万円の予算を取っている訳ですけども、何台くらいを見込んで、

どういうことを、1人 100 円をお支払いする訳ですね、バスに 1台に何

人乗って来られるか分からなんですけども、その辺の積算というか、ど

ういう見積りだったのか、そこら辺をお知らせ願います。 

山﨑農林商工課長。 

お答えをさせていただきます。4 年度の目標は 4,000 人ということ

で、経費的にはそこの部分は 40 万円の費用となっておりますが、4,000

人を見込んでいるものでございます。 

山﨑農林商工課長。 

先ほどの入込客数、4,000 人と言いましたが 1万 4,000 人の間違いで

ございました。そのほかに旅行エージェント訪問ということで、仙台・

東京・名古屋・大阪、主にツアー・修学旅行だったりとか、ツアーの昼

食等へのエージェント訪問、それから宣伝チラシ作成あとは特産品サ

ンプル等の提供、こういったものをどうぞというふうに提供した、ＰＲ

経費の部分等でございます。 

7 番森田委員。 

7 番森田です。私の記憶が定かじゃないですけども、こういう事業を

200 万円使っての事業というのは初めて、これくらいの予算でやるのは

初めてなような気がしていますけども、非常に積極的に観光バス等誘

致し「青の国」の商品を買っていただく、積極的にトイレだけを使われ

る客さんで素通りされるよりはこういう事業をいろいろ考案していた

だいて、積極的に策を打っていただきたいと思います。まず何回目なの

か、私はこれは 1 回目だと思いますので、令和 4 年度はどういう結果

になるかあれなんですけども、このくらいの経費をかけてやってみる

のもいいのかなと思っております。お願いします。 

山﨑農林商工課長。 

お答えをさせていただきます。元年度から行っておりまして、3年度

はコロナの関係で 10 月からの契約で前回の補正で減額しております

が、今年・3年度は 110 万円の予算に減額しております。来年度で 4回

目の事業実施ということでございます。 

7 番森田委員。 

大ざっぱに、実績もちょっとお知らせ願えれば。 

山﨑農林商工課長、後にしますか。 

すみません、後で回答させてください。申し訳ございません。 

 

7 番森田委員。 

それでは、後ほどお知らせ願います。 



 49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委 員 長 

 

正路委員 

 

 

 

委 員 長 

山﨑農林商

工課長 

 

 

 

委 員 長 

正路委員 

 

 

委 員 長 

山﨑農林商

工課長 

 

 

 

 

委 員 長 

正路委員 

 

 

 

 

委 員 長 

山﨑農林商

工課長 

 

 

 

 

 

 

委 員 長 
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ほかに、ございませんか。 

9 番正路委員。 

分かりやすいのでいけば、概要書の方の 4 ページ、観光費の中でお

伺いしたいと思います。まず 1 点目ですけども、三陸ジオパーク発信

事業という中に、カッコ書きした中で、たたら製鉄体験講師謝金とあり

ます。ここの内容についてもうちょっと詳しくお知らせください。 

山﨑農林商工課長。 

お答えをさせていただきます。こちらの経費はたたら製鉄の体験会

の実施を予定しておりまして、割沢鉄山の跡地、あそこに村内の小中学

生、あとはそこにジオパークガイド関係者等を呼びまして、実際にたた

ら製鉄作りを行うというもので、それの耐火レンガとか、炭・資機材に

かかる全体の経費を計上しているものでございます。 

9 番正路委員。 

ありがとうございます。そこで一応講師を招いた後、体験もしましょ

うということで、スペース的には火を使っても大丈夫なようなスペー

スはあるんですか。 

山﨑農林商工課長。 

お答えをさせていただきます。昨年度も一応実施予定でございまし

たが、コロナが蔓延して、研修会をくろさき荘でやって、現地でのたた

ら製鉄体験作りは、割沢鉄山の跡地を予定しておりましたが、コロナで

昨年できなかったところでございますが、一応立て込みというか、準備

まではしておりますので、場所的には問題はないというところでござ

います。 

9 番正路委員。 

私はそこら辺の場所的なものには疎くて分からないんですが、これ

はどういった人たちを呼ぶのか、普代地区の小中学生が対象なのか、観

光ですから、ほかから人を呼ぶんでしょうけども、それを恒常的につな

げてやっていきましょうということなのか。もう少しそこら辺を詳し

くお知らせください。 

山﨑農林商工課長。 

まず手始めに地元の小中学生に体験をしてもらうと、そこに埋蔵文

化センターの専門家の方に来て指導をしてもらうと、それを今度はほ

かの体験ということで来てもらうといった方に広げていければという

ものでございます。なかなかこの体験もやりますといってからキラウ

ミで一度やったようでございますが、最近実際に実施できていません

ので、ここでも体験メニュー的に今後にいろいろな例えば修学旅行だ

ったりとかそういったものにつなげていければと考えているものでご

ざいます。 

9 番正路委員。 

何となく分かりづらい面もありますけども、何もやらないよりは何
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でも一応 1 回くらいはやってもいいかと思っておりますので、失敗し

て当然な部分もあると思いますので、そういったのも必要かなと思っ

ております。 

2 点目ですけども、今ジオパークの関連で聞きました。概要の中の 11

節の 20 万円の商品開発、この意味合いをお聞かせ願います。 

何ページですか。 

概要の 4ページ。 

山﨑農林商工課長。 

恋する灯台の商品開発という、こちらの方は先ほどの擬人化、この絵

がございますけども、こちらの方を活用した商品・パッケージとかにこ

れを載せてもらって中身は何なのかあれですけども、そういったのを

商工業者さん等で作ってもらう、そして、恋する灯台ということで、村

内でそれを販売できればというものでございます。 

9 番正路委員。 

キャラクター関係の商品開発、先ほど大上智議員が聞いたことと同

じようなことになりましたけども、別の意味合いがあるのかなと思っ

ておりましたし、この商品開発で若干すみませんが広げさせてもらっ

て。委員長さん大丈夫ですか。商品開発観点で。首を捻っていますので

やるなとだとは思いますが。 

実はこの間の議会報の中で若い 2 人が提案している部分がありまし

た。1つは少子化の関連とか、もう 1 人の方は若者に受ける商品開発を

したらどうかというようなことで、この場を借りて若干そこら辺の若

者に受けるのは何なのか私は分かりませんけども。恋する灯台だけで

はなく、くろさき荘関連でも何でもお土産になるようなそういったも

のを開発していこうという気はないのかどうかお伺いします。 

山﨑農林商工課長。 

委員おっしゃるとおり、そういったものができれば大変ありがたい

と思っておりますが、なかなか作ろうと思ってもすぐできるようなも

のではございませんが、できるようにいろいろなアイデア、なかなか若

い人がいいのか、女性がいいのか分かりませんが、いずれ何かそういっ

た売れるもの、あとは灯台がＰＲできるもの、そういったものを何とか

開発できるようにとは考えております。以上です。 

9 番正路委員。 

すみません。ちょっと広げ過ぎたかもしれませんが、新しい商品開

発、ふるさと納税にも関わることだと思っておりますので、横の連携を

取って何か次から次にいいものを作っていただきたい、簡単なのは簡

単ではないでしょうけども、各市町村乾杯条例なるものを作っておか

れたもので隣の村はワインであったり、隣の村はビールであったりと

いうようなことでも何とかやっている訳ですので、そういうのも必要

かなと思いましたので質問させていただきました。 
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川向総務課

長 

委 員 長 

それと恋する灯台プロジェクトの関連ですけども、昨年ＬＥＤを設

置して、その折今年になりますか、来年度も少しずつ広げていきたいと

いうことでしたが、工事が終わってからの話しになるかとは思います

が、やっぱり県道からの引き込みの部分、そこら辺からＬＥＤを活用し

てちょっとは中に来てもらうというようなことは考えているのかどう

かお伺いします。 

山﨑農林商工課長。 

お答えをさせていただきます。昨年、11 月 1 日灯台の日にオープン

したといいますか、若干構想とはちょっと違ったような、寂しいような

色合いにはなっておりますが、そこはまた今年チャレンジさせていた

だいて、まだ当初には盛ってはおりませんが、具体的なこういったもの

をというものはこれから検討して今年度に生かしていきたい、その中

で入口のというのも確かに必要なことだなとは思いますそこら辺も合

わせて検討したいと思います。よろしくお願いします。 

9 番正路委員。 

ありがとうございます。ぜひ私もご案内をされてＬＥＤのあれを見

てきてすばらしくいいものだなと思っておりました。やっぱり入口に

ある灯台もちょっとは光でデザインすれば非常に入ってみるかなとい

う気にもなるかもしれませんので、そういったことも踏まえながらぜ

ひ検討をいただきながら実行できるものは実行していただきたいと思

いますので、よろしくお願いします。終わります。 

ほかに、ございませんか。 

4 番大上智委員。 

ちょっとだけ休憩をお願いします。 

はい、休憩いたします。               （15：50） 

休憩前に戻り、委員会を再開いたします。       （15：51） 

ほかに、ございませんか。 

（なし） 

なければ、7款商工費の質疑を終結いたします。 

ここで、暫時休憩いたします。            （15：51） 

休憩前に戻り、委員会を再開いたします。       （15：53） 

次に、8款土木費、9 款消防費を、それぞれ担当課長から説明願いま

す。 

大村建設水産課長。 

それでは、8款土木費の説明をさせていただきます。 

（以下、建設水産課長説明、記載省略） 

川向総務課長。 

続きまして、9款消防費についてご説明いたします。  

（以下、総務課長説明、記載省略） 

暫時休憩いたします。                （16：02） 
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休憩前に戻り、委員会を再開いたします。       （16：03） 

森田政策推進室長。 

すみません、昨日の嵯峨議員さんの質問の中で答弁が間違っており

ましたので、ちょっと訂正させていただきたいと思います。 

（「何ページ」と嵯峨委員） 

ふるさと納税の返礼品の調達額ですので、ページとかは、関連するの

は、まち・ひと・しごとですので、36 ページの 7 節報償費の 6,000 万

円のところでございます。村内の事業者様からの購入している金額で

ございます。一番多いのが生ウニで約 2,300 万円ほど、続いてマツタ

ケで約 1,300 万円、塩ウニが約 1,000 万円、イクラが約 900 万円、返

礼品として村が村内の事業者さんから購入している主なものでござい

ます。なお現在の返礼品の率でございますけども、平均で 25.6％にな

っております。以上でございます。 

（「ありがとうございます」と嵯峨委員） 

休憩中にも協議いたしましたが、お諮りいたします。 

以上で、本日の日程を終了し、延会としたいと思いますが、ご異議ご

ざいませんか。 

（異議なし） 

ご異議なしと認めます。 

よって、本日はこれで延会といたします。 

なお、明日 3月 10 日は、午前 10時開会といたします。 

ご苦労さまでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


